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はじ め に

本市は、2市8町からなる合併により誕生してから、2026（令和8）年3月に20年の節目を迎えま
した。この間、人口減少と少子高齢化が加速度的に進行し、本市の人口は約3割減少しました。今
後も急速な減少が続くことが予測されています。人口減少は、労働力不足や経済の縮小、様々な社
会インフラや生活サービスの維持の困難化を招き、そして何よりも、地域の活力低下を引き起こし
ています。

こうした状況の中、観光振興による交流人口の拡大は、地域の活力を維持・向上させるための最
重要課題の1つといえます。観光客による消費が裾野の広い観光産業において経済波及効果を生
むだけでなく、観光客がリピーターや関係人口、ひいては移住者となるなど、地域の活力を支える
担い手になることが期待されます。

本市は、「雲仙天草国立公園」にも指定された美しい景観や年間を通じて野生のイルカが生息す
る貴重な自然環境、豊富で特色ある農林水産物を活かした食文化、世界文化遺産に登録された「天
草の﨑津集落」に代表されるキリシタンの歴史や南蛮文化、良質な泉質を持ち保養地としても評価
される下田温泉など、魅力ある多種多様な地域資源に恵まれています。これまで、これらの地域資
源を活かした観光振興を展開してきましたが、近年は、単に地域資源を活用するというだけでなく、
野生のイルカが生息する美しい海を守る活動や、世界文化遺産の保存・継承等にも取り組んできま
した。さらに、2025（令和7）年度には、これらの魅力や価値を、その背景にあるストーリーとともに
わかりやすく伝え、市民と観光客がともに、美しく豊かな天草を正しく楽しみ、守り、次の世代に残
していくために、「インタープリテーションガイドブック」を作成しました。

これらの取組みはまさに、国際的な潮流となっている「持続可能な観光」[1]（サステナブルツーリ
ズム）の推進を通じた「住んでよし、訪れてよし」の観光地域づくりそのものといえます。このような
観光地域づくりこそが、本市が国内外から選ばれる観光地となり、観光によって持続的に収益を生
み出していくために、他に類を見ない貴重な地域資源を有する本市が目指すべき方向性として、そ
の実現に向けて地域一丸となって計画的に取り組んでいくことが重要です。

本アクションプランの初年度は、天草地域が雲仙天草国立公園に指定されてから70周年を迎え
る年に当たります。本アクションプランは、このことを契機として、改めて、美しく豊かな天草を次の
世代に残していくために何をすべきか、市民と行政が共通認識を持って、それぞれに役割を果たし
ながら、世界に誇れるサステナブルな観光地「AMAKUSA」を実現していくために策定するものです。

[1] 持続可能な観光
「訪問客、業界、環境及び訪問客を受け入れるコミュニティのニーズに対応しつつ、現在及び将来の経済・社会・環境への
影響を十分に考慮する観光」（国連世界観光機関）
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持続可能な観光地域づくりアクションプランについて第 1 章

本市では、2022（令和4）年12月に策定した第3次天草市総合計画において、目指すべきまちづくりの
将来像を「ともにつながり 幸せ実感 宝の島 “ 天草 ”」と定め、その実現に向けて市民と行政が共有する
理念のうちの1つを「つながり稼げるまち」と定めています。また、この理念に基づく観光分野のありたい
姿を「多様な地域資源を生かし、魅力ある観光のまちがつくられています」と定めています。

これらの将来像を実現するために、後期基本計画（計画期間：2026（令和8）年度から2029（令和11）
年度まで）においては、観光分野の政策方針として「交流を基調とした選ばれる観光地域づくり」を掲
げ、政策の実効性を高めるため、「日本版持続可能な観光ガイドライン（Japan Sustainable Tourism 
Standard for Destinations : JSTS-D）」[2]に沿った観光政策に関する分野別計画として、「天草市持
続可能な観光地域づくりアクションプラン」を策定しました。計画期間は、後期基本計画と同様、2026
年度から2029年度までの4カ年とします。定期的にモニタリング・評価を行うとともに、必要に応じてア
クションの見直しを行います。

本アクションプランは、「日本版持続可能な観光ガイドライン」に沿った施策体系を採用します。これは
主に、第3次天草市総合計画後期基本計画に掲げられた観光政策分野における施策計画のうち「施策計
画1 地域資源を活かした持続可能な観光の推進」に関連するものです。本市では、「住んでよし、訪れて
よし」の持続可能な観光地域づくりを地域一丸となって計画的に取り組んでいくために、この点に重点化
して観光政策に関する分野別計画を策定することとしました。

その上で、広大な市域に魅力ある多種多様な観光コンテンツが点在する本市の特色を活かすため、「施
策計画2 交流により魅力を伝える『天草スタイル』の観光の確立」に掲げる地域住民と来訪者の交流を
基調とした観光を推進するため、地域資源の再発見・価値の創出やその保護・保全、「施策計画3 賑わい
のある観光拠点施設の整備と活用」に掲げるサイクルツーリズムやキャンピングカーで楽しむ観光など
の移動体験を楽しむ観光需要を取り込む事業等の展開を図ります。

計画の位置づけ

[2] 日本版持続可能な観光ガイドライン
「住んでよし、訪れてよし」の持続可能な観光地域づくりを実現するため、国際基準に準拠しつつ、日本の特性に合わせる形で観
光庁により開発された観光指標です。具体的には、Aマネジメント、B社会経済、C文化、D環境の4分野から構成され、47の大項
目・113の小項目が設定されています。各地方自治体等は、これらの指標に基づいた取組みを進めることにより、効果的で持続可
能な観光地マネジメントを行うことが可能となるとされています。
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2026.4～ 2030.4～

第3次天草市
総合計画
（前期計画）

天草市観光振興
アクションプラン

実行性を高めるための分野別計画
総合計画の施策計画をJSTS-Dで定められた４つの分野を柱とした施策体系に整理

第3次天草市総合計画（後期計画）

1 地域資源を活かした持続可能な観光の推進
2 交流により魅力を伝える
   「天草スタイル」の観光の確立

3 賑わいのある観光拠点施設の整備と活用

天草市持続可能な観光地域づくりアクションプラン

ともにつながり　幸せ実感　宝の島"天草"将来像

テーマ 交流を通じて
賑わいを創出するまちづくり

持続可能な
マネジメント

A

B

C

D

社会経済の
サステナビリティ

文化的
サステナビリティ

環境の
サステナビリティ

持続可能な観光地域づくり推進に向け、組織体
制や調査・分析・フィードバックの体制を整備
し、住民・事業者を含む多様な主体の参画を促
進。地域への負荷の把握と管理を通じて、環境・
文化・社会の調和を図る。

観光を通じた地域経済循環の拡大と地元資源
の活用を推進。文化・自然環境の保全、安全・治
安・ハラスメント防止を重視し、誰もが安心して
楽しめる持続的な観光社会を実現する。

文化財や文化的景観の保全を進めるとともに、
住民の声を反映した観光行動規範や情報発信
体制を整備。地域の多様な主体が協働して文
化の継承と観光の両立を目指す。

自然遺産の保全や生態系維持に取り組み、行
動管理や啓発を推進。省エネ・水資源保全・廃
棄物削減など環境基本計画と連動した取り組
みにより、低負荷で持続可能な観光環境を構築
する。

将来像の実現に向けた観光分野の政策

「交流を基調とした選ばれる観光地域づくり」

観光分野における3つの施策計画

【図 1-1】 本アクションプランの位置づけ
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天草市の観光の現状と課題第 2 章

本市は、熊本県の南西部に位置し、東シナ海・有明海・八代海（不知火海）の3つの海に囲まれた天草諸
島内にある、天草上島・下島、御所浦島などで構成されています。暖流の影響で、海岸部の一部に無霜地
帯があるなど、冬は暖かく、夏は比較的涼しい地域です。人口は70,511人（2025年（令和7年）10月、天草
市「ひとのうごき」）、総面積は683.82㎦（2022年（令和4年）4月時点、国土地理院）で県下最大となってい
ます。産業は、温暖な気候を活かした農業や、豊かな水産資源を活かした漁業を主として発展してきました。

1．天草市の概要

【図 2-1】 天草市の概要図

八
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長崎

天草市 上島

下島

熊本 福岡
（大阪）

鹿児島 出水

御所浦島

2018年（平成30年）7月、「天草の﨑津集落」が長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産の構成遺
産の一つとして世界文化遺産に登録されました。この天草の﨑津集落に代表されるキリシタンの歴史や
南蛮文化をはじめ、年間を通じて野生のミナミハンドウイルカが棲息する自然環境、雲仙天草国立公園
にも指定されている美しい景観、国内で最大級の肉食恐竜の化石が発見された恐竜の島、特色ある農林
水産資源を活かした食文化、牛深ハイヤをはじめとする伝統芸能、国内の陶石生産の約8割を占める天
草陶石を使ってつくられる天草陶磁器など、魅力ある多種多様な地域資源に恵まれています。これらは
他の地域にはない特筆すべき観光資源です。

県庁所在地の熊本市から、天草市役所本庁舎のある本渡まで自動車で2時間ほど、最南端の牛深ま
ではさらに1時間ほどを要します。市内には5つの道の駅をはじめ、キリシタン文化関連の資料館、御所
浦恐竜の島博物館、2026年（令和8年）に開館予定の天草戦国ミュージアムなどの観光拠点施設があり、
旅行者の誘客、情報発信を行っています。また、公共交通の機能面では、熊本市と本渡を結ぶバス「あま
くさ号」が運行するほか、福岡空港や熊本空港等とつながる天草空港や、海の玄関口として長崎県とを
結ぶ鬼池港、鹿児島県とを結ぶ牛深港・中田港などが整備されており、交通の拠点となっています。
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我が国の観光を取り巻く環境は、近年、インバウンド客の増加を背景に大きく変化しています。観光庁
によると、2024年の日本人延べ宿泊者数は約4億9,460万人と、コロナ前の2019年（約4億8,027万人）
と比べてやや増加にとどまっている一方、外国人延べ宿泊者数は約1億6,446万人となり、コロナ前の
2019年（約1億1,566万人）を大きく上回っています【図2-2】。このことから、インバウンド市場は数量的
な回復にとどまらず、新たな成長局面に入ったといえます。

熊本県においても、2024年の日本人延べ宿泊者数は約660万人とコロナ前並みに回復する一方、外
国人延べ宿泊者数は約147万人と過去最高水準の大幅な増加となっています【図2-3】。全国的な訪日
客増加の流れが、地方部にも波及しつつある状況がうかがえます。

観光消費に着目すると、日本人旅行者の1回あたりの旅行支出額が約4.7万円であるのに対し、訪日外
国人の消費単価は約22.7万円と、5倍近くの差があります【図2-5】。熊本県においても、日本人宿泊者の
観光消費額単価が約3.1万円であるのに対し、外国人宿泊者は約8.6万円と2倍以上の差があります【図
2-6】。訪日外国人の誘客は、外貨獲得を通じて地域経済の成長に寄与する可能性がある取組として多く
の地域で注目されています。

2．国・県の観光の動向

【図2-2】 全国の日本人・外国人別延べ宿泊者数推移

【図2-4】 天草市の日本人（県内・県外）・外国人別宿泊者数推移

【図2-3】 熊本県の日本人・外国人別延べ宿泊者数推移

資料）観光庁「宿泊旅行統計調査」資料）観光庁「宿泊旅行統計調査」

資料）天草市「天草市宿泊客数推計」
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15.3 15.9

18.5

23.5
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22.7
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25
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日本人国内旅行1人１回当たり旅行支出（旅行単価）
訪日外国人旅行消費額単価
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日本人 外国人

（万円）
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【図2-5】 全国の日本人・外国人別
観光消費額単価

【図2-7】 天草市の日本人観光消費額単価

【図2-6】 熊本県の日本人・外国人宿泊者別
観光消費額単価

資料）熊本県「熊本県観光統計表」資料）観光庁「旅行・観光消費動向調査 2024年 年間値（確報）」、
　　 「訪日外国人の消費動向」

資料）天草市「観光動向調査」

一方、こうしたインバウンド市場の成長は、特定の地域や時間帯に観光客が集中することで、混雑やマ
ナーの問題、住民の生活へ影響を及ぼす「オーバーツーリズム」を引き起こす要因として問題視されていま
す。この状況を受け、観光庁では、観光客の分散化や受入環境の整備、旅行前からの情報発信による意識
啓発、地域住民を含めた話し合いの場づくりなどを通じて、オーバーツーリズムの未然防止・抑制に取り組
んでいます。また、国は、地域が主体となって観光をマネジメントしていくことを重視し、DMOを中心とし
た人材育成や組織体制の強化、データを活用した観光地経営などを支援しています。観光を単なる集客施
策として捉えるのではなく、地域の暮らしや環境、文化と調和させながら持続的に発展させていく考え方が
重視されています。

熊本県においても、混雑緩和やDX 化など受入環境の整備に関係する取組への補助事業や、DMCなど
と連携した観光人材の育成が重要な取組として位置付けられています。

こうした国や県の動向を踏まえ、本市においても、観光による効果を地域全体で享受しながら、住民の暮
らしや自然・文化を守る視点を持ち、地域の人や組織が主体となって観光地域づくりを支える体制の構築
を進めていくことが求められます。
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オーバーツーリズム対策の先進事例

富士山周辺では、登山者の集中による混雑や安全面、
マナーの問題が課題となっていました。こうした状況を
受け、吉田ルートでは通行時間帯の調整や事前予約制
の導入などにより、来訪者数や行動を適切に管理する
取組が進められています。あわせて、ガイドや関係者に
よる巡視や注意喚起を行い、登山者に対して安全確保
や環境保全への理解を促しています。ルールの明確化
と現地での丁寧な案内を組み合わせることで、自然環
境と利用者双方の安全・満足度を高める取組として評
価されています。

観光客の増加により、ビーチ周辺での違法駐車やマ
ナーの問題など、住民生活への影響が課題となってい
た恩納村では、住民の声を聞き取ることから対策を検
討しました。地域住民や関係事業者と意見交換を重ね、
課題を整理したうえで、駐車対策やルール・マナーの周
知など、実情に即した取組を段階的に実施しています。
観光の価値を守りながら、住民の暮らしとの調和を図
る姿勢が重視されており、地域合意を基盤とした持続
可能な観光対応の事例といえます。

ルールとガイドによる受入管理の取組 ー 山梨県 富士吉田市

住民の声を起点とした課題解決の取組 ー 沖縄県 恩納村
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持続可能な観光への取組みが求められる背景

2000年（平成12年）時点において、10万人
以上あった本市の人口は年々減少し、2025年

（令和7年）時点においては、約7万人まで減少
しています。また、高齢化も急速に進展しており、
2040年（令和22年）には、本市の人口の半数以
上が、65歳以上の高齢者となることが予測され
ています【図2-8】。

少子化や高齢化による生産年齢人口（国内の
生産活動を支える中核となる15歳以上65歳未
満の人口）の減少に伴い、宿泊・飲食・娯楽業な
ど地域における観光の担い手も大幅な減少傾

3．天草市を取り巻く現況

人口減少・高齢化の進行

【図2-8】 天草市の将来推計人口推移

2.9 3.0 3.0 3.1 3.1 3.1 2.9 2.7 2.5 2.3 2.1

7.4 6.7 5.9 5.2 4.4 4.0
3.3 2.9 2.5 2.1 1.8

0

2

4

6

8

10

12 65歳未満

65歳以上

（万人）

資料）総務省「国勢調査」（2000～2020年）
天草市「ひとのうごき8月」（2025年）
国立社会保障・人口問題研究所
「日本の地域別将来推計人口 令和5（2023）年推計」（2030～2050年）

【図2-10】 市内事業者の経営上の主な課題【図2-9】 天草市の産業別就業者数推移

28,150
対2016年比 -5.9%

29,927全産業計

717
対2016年比 -3.8%

745宿泊業

1,130
対2016年比 -20.9%

1,428飲食店

240
対2016年比 -26.4%

326娯楽業

（人）（2016年） （2021年）
47.2 

43.3 

38.6 

26.0 

23.6 

15.7 

13.4 

4.7 

0% 20% 40% 60%

人手不足

設備の老朽化

集客不足

情報発信

資金調達

販路不足

その他

無回答 n=127

資料 総務省統計局「経済センサス」 資料）天草市 「持続可能な観光」の実施状況に関するアンケート

JSTS-Dに基づく分類別の現状と課題

本市の総合計画に掲げる「交流を基調とした選ばれる観光地域づくり」は、来訪者との交流を重ねな
がら、旅行形態や価値観の変容に応じて価値を磨き続け、地域が選ばれ続けることで持続可能性を確保
していく姿の実現を目指しています。

本アクションプランでは、社会経済・文化・環境の3つの側面に加え、観光地マネジメントを踏まえた
JSTS-Dの4つの分類に基づき、本市の観光を取り巻く現状や課題を整理しました。

向にあります。特に飲食店、娯楽業においては、2016年（平成28年）から2021年（令和3年）までの5年
間で就業者数は20％以上減少しており、全産業の中でも特に減少率が高くなっています【図2-9】。また、
市内事業者向けアンケート調査においても、経営上の主な課題として、「人手不足」が47.2％と最も多く
挙げられました【図2-10】。
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人口減少や高齢化などの経済規模を縮小させる要因が多くある中で、経済規模を維持するためには、
地域内での経済循環を高めていくことが重要となります【図2-11】。そのために地域の多様な関係者の
協働が求められるとともに、観光地として、地域が一体的に経営マネジメントできる組織や団体の必要性
が高まっています。

事業者アンケートでは、「持続可能な観光」の取組みについて、8割を超える市内の事業者が、「非常に
重要」「かなり重要」と回答しており、その取組みの重要性は高く認識されていますが【図2-12】、地域全体
としては取組みを進めていくための組織や体制は十分には整っていません。

A．持続可能なマネジメントにおける現状と課題

Ⅰ. マネジメントの組織と枠組み

現　状

非常に重要
42.5%

かなり重要
41.7%

どちらとも
いえない
14.2%

無回答 0.8%

n=127

【図2-12】  「持続可能な観光」の重要性に対する
市内事業者の意識

【図2-11】 内部観光消費が我が国にもたらす
経済波及効果

資料）天草市 「持続可能な観光」の実施状況に関するアンケート

資料）観光庁「旅行・観光産業の経済効果に関する調査研究」

観光に起因する地域課題を把握・分析しフィードバックする仕組みづくりなど、持続可能な観光を推進
するための組織化やマネジメント体制の整備が必要となります。

対応する施策  

▲▲
 P29

課　題
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【図2-13】全国における個人旅行者の比率

資料）観光庁「旅行・観光消費動向調査」「インバウンド消費動向調査」
※訪日旅行者は2020～2022年のみデータなし

個人旅行の比率の向上、マイクロツーリズムやワーケーションの新しい旅行スタイルの確立、SNSによっ
て観光資源として認識されていなかったスポットの観光地化、訪日外国人観光客の増加など、旅行形態
や価値観が変容し、観光ニーズは多様化しています【図2-13】。こうした観光ニーズの多様化は、地域内
での企業活動にとどまらず、地域住民の生活にも多面的な影響を及ぼしており、利害関係者（ステークホ
ルダー）は、旅行会社や宿泊事業者だけでなく、ガイドやアクティビティ事業者といった観光関係事業者、
さらには地域住民へと広がっています。そのため、観光の価値や役割、負荷が利害関係者の間で広く理
解される機会の創出に加えて、地域資源に係るガイドラインなどに基づく観光教育の充実が求められて
います。

Ⅱ. ステークホルダーの参画

市政アンケートでは、「観光振興が地域経済の活性化や市民生活の向上に役立っていると感じていま
すか。」に、「感じている」「どちらかというと感じている」とした割合が半数を下回っています【図2-14】。

また、事業者アンケートでは、「持続可能な観光」の認知度は8割を超える一方で、「内容までよく理解
している」との回答は3割弱にとどまっています【図2-15】。加えて、第一次産業の関係者からは、観光分
野との結びつきを感じにくいとの声も聞かれ、分野を越えた連携や理解が十分に進んでいない状況がう
かがえます。

なお、市政アンケートでは、「美しい自然や歴史・文化、美味しい食など、魅力あるまちであると感じてい
ますか。」に、「感じている」「どちらかというと感じている」とした割合が7割を超え【図2-16】、本市の魅力
は市民に一定程度認識されています。

感じている
10.9%

どちらかといえば
感じている
31.9%

どちらかといえば
感じていない
26.4%

感じていない
16.6%

わからない
13.6%

無回答0.6%

n=1,227

【図2-14】 観光振興の効果に関する市民意識

資料）天草市 市政アンケート

85.0%
81.3%

82.9% 83.1%
88.3% 89.1%

92.7%
95.6%

93.5%

92.2% 93.4%

77.2%
74.4%

79.3%
80.6% 81.6% 83.1%

93.6%

89.3% 87.8%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%
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国内旅行者 訪日旅行者（％）

現　状
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感じている
34.0%

どちらかといえば
感じている
42.8%

どちらかといえば
感じていない

11.7%

感じていない 6.9%

わからない4.2% 無回答0.4%

n=1,227

よく知っている
（内容も理解している）

27.6%

聞いたことはある
（詳しくは知らない）

52.8%

初めて聞いた
18.9%

無回答0.8%

n=127

【図2-16】 天草市の魅力に関する市民意識【図2-15】 市内事業者の「持続可能な観光」の認知状況

資料）天草市 市政アンケート資料）天草市「持続可能な観光」の実施状況に関するアンケート

マラソンなどのイベントの際に、出店者が集まらない。
販売事業者の地域を盛り上げようというマインド醸成が
求められる。

外国人やリゾートバイトなどの人材を教育する余裕が
ない。そのため、地域のことを知らないことによる販売
機会の損失がある。

普段の生活や仕事のなかで、観光との結びつきを感じ
ることがなく、天草の魅力は“住んでいるからこそ”わか
らない。

市内事業者の
意見・アイデア

セミナーや研修会といった観光教育や、市民向けのプロモーションを通じ、持続可能な観光地域づく
りが地域の社会や経済を活性化させ、さらには住民の暮らしを守ることにつながるという観光の価値や
役割を、広く伝えていく必要があります。

対応する施策  

▲▲
 P30〜31

課　題
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注）データは2024 年1月～12月 注）データは2024 年1月～12月

本市への来訪者数は、全国や県の動向と同様に季節や時期による変動が大きい傾向にあります。大型
連休のある5月や夏休みのある8月に来訪者が集中する一方、梅雨時期の6月や12月からの冬季は、大き
く減少する傾向が見られます。【図2-17】。

Ⅲ. 負荷の変化と管理

【図2-17】 全国、熊本県、天草市の来訪者数推移（月別）

注）データは2024年1月～12月 
　  全国のデータは左軸、熊本県のデータは右軸を参照

資料）（公財）九州経済調査協会「おでかけウォッチャー、
　　  （株）ブログウォッチャー『デジタル観光統計(国内版)』」 

注）データは2024年1月～12月

資料）（公財）九州経済調査協会・（株）ブログウォッチャー 
　　　「おでかけウォッチャー」 

はい
62.2%

いいえ
30.7%

無回答7.1%

n=127

【図2-18】 市内事業者の観光客数の
季節・曜日差に関する課題意識

資料）天草市「持続可能な観光」の実施状況に関するアンケート

市内事業者アンケートでは、「観光客の季節・平日休日の
変動に関して課題を感じていますか。」に、6割を超える事業
者が課題であるとしています【図2-18】。また、「観光客の季
節・平日休日の変動に関する課題について該当するものをお
選びください。（複数回答）」に、8割以上が閑散期における
売り上げの不安定化、5割以上が繫忙期における人手不足
をあげています【図2-19】。

近年、気候変動の影響により、豪雨などの自然災害が全
国的に多く発生しており、2025（令和7）年8月には、本市に
おいても建物や道路の浸水等を伴う被害が発生しました。
今後、気候変動や自然災害によって、これまで見ることがで
きた自然景観や収穫できた農林水産物などの地域資源や、
季節のサイクルを維持できなくなる懸念があります。

現　状
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82.3 

58.2 

22.8 

21.5 

17.7 

13.9 

5.1 

3.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

閑散期における売上の不安定化

繁忙期における人手不足

閑散期における雇用・シフト調整の困難

設備・施設稼働率の不均衡

繁忙期における仕入れコストの上昇

仕入れ数量の調整難による在庫不足や廃棄

その他

無回答 n=79

【図2-19】 観光客の変動に関する課題

年間を通した来訪者の平準化、自然及び文化財の保護、行動規制及び保全事業、関連計画に沿った
取組みを検討するため、まずは地域への負荷をモニタリングし、把握する必要があります。

防災については、住民、観光客を含む人命、文化財への被害が最小限となるような、平時からの対策
が重要になります。

資料）天草市「持続可能な観光」の実施状況に関するアンケート

対応する施策  

▲▲
 P32

課　題
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【図2-20】 （再掲）観光振興の効果に
関する市民意識観光による経済効果が地域内の雇用につながり、地産地

消となっているのかについて、市民に貢献への実感が乏しい
状況にあります。市政アンケートでは、「観光振興が地域経済
の活性化や市民生活の向上に役立っていると感じています
か。」に、「感じている」「どちらかというと感じている」とした割
合が半数を下回っています【図2-20】。

また、事業者アンケートでは、約半数の事業者が「自社の
事業において、市内でつくられた原材料や市内の事業者が提
供する商品・サービスを活用している」とし、一定程度、事業
者において域内調達を意識した取組みを行っている一方で【図
2-21】、域内調達を進めるにあたって、供給量の安定性や価
格面に課題を感じている事業者も多く、個々の努力だけでは
対応が難しい側面も見られ【図2-22】、さらなる広がりの余
地も残されています。

B．社会経済のサステナビリティにおける現状と課題

Ⅰ. 地域経済への貢献

感じている
10.9%

どちらかといえば
感じている
31.9%

どちらかといえば
感じていない
26.4%

感じていない
16.6%

わからない
13.6%

無回答0.6%

n=1,227

資料）天草市 市政アンケート

観光を地域経済の活性化につなげるためには、安定した雇用環境も重要になります。ただし、飲食業
や宿泊業などの観光の担い手は減少し、市内事業者アンケートでは、5割以上が「繫忙期における人手
不足（複数回答）」に課題を感じているとしています【図2-23】。併せて、市内事業者へのヒアリングでは、「時
給を上げても人材が不足している」「旅館では特に仲居が足りていない」との具体的な意見もありました。

【図2-21】 市内事業者の
天草産原材料・市内サービスの活用状況

【図2-22】 市内事業者の
天草産原材料・市内サービス活用の課題

資料）天草市「持続可能な観光」の実施状況に関するアンケート 資料）天草市「持続可能な観光」の実施状況に関するアンケート

できるだけ多く
活用している
48.0%一部に取り

入れている
28.3%

天草市内かどうか
意識していない

11.8%

その他6.3%

無回答 5.5%

n=127

30.7 

22.0 

18.1 

9.4 

0.8 

11.0 

15.7 

0% 10% 20% 30% 40%

供給量が不安定

価格が高い

必要なものが揃わない

仕入れ先やサービスの
提供事業者がわからない

品質やサービスの質が悪い

その他

無回答 n=127

現　状
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【図2-23】 （再掲）観光客の変動に関する課題

下田温泉では、市街地からのアクセスに時間がかかる
こともあり、時給を上げても人材が不足している。旅館
では特に仲居が足りていない。市内事業者の

意見・アイデア

地域内での経済循環を高め、安定した雇用を確保する必要がある一方、人口減少や高齢化は進展して
いくため、今後、少ない人員や時間を効率的に使い、商品・サービスの高付加価値化などにより、適正な
収益を確保すること、さらには観光客をただ増やすのではなく、観光消費額をいかに高めるのかが重要
になります。

本市の観光客は、コロナ禍以降全体として回復傾向にあります。県外からの宿泊者数は、コロナ禍に大
きく落ち込んだ後に、大幅に回復しています。外国人宿泊者数も、2024年（令和6年）に3,653人となり、
コロナ禍前の水準を上回りましたが、全国や県と比較すると、外国人宿泊者の割合は依然として低い水準
にとどまっています【図2-24，25，26，27】。また、市内観光事業者へのヒアリングでも、外国人観光客の
増加を十分に実感できていないという意見が多く聞かれました。

本市への来訪者の発地では、九州内からが大半を占めており、天草空港からの航空路がある大阪府
では2.5％、東京都では2.4％にとどまっています。遠方からの来訪は宿泊を伴うことが多く、滞在時間
の最大化に期待できるため、空港がある本市の強みを、遠方からの誘客にさらに活かしていく必要があ
ります【図2-28】。

加えて、来訪者の年齢・性別構成では、相対的に40代以上の男性が多く、若年層や女性の割合が低い
傾向にあります【図2-29】。また、観光消費額単価では、60代以上で高い水準を示し、20～30代は比較
的低い傾向にあり、いずれの低い傾向を示す若年層や女性においても消費を拡大できる余地は残されて
います【図2-30】。

来訪者の市内における周遊行動では、﨑津集落を中心とした周遊が多く、市内の各道の駅と組み合わ
せた移動が目立ちます。また、複数の道の駅を巡る行動も確認されています【図2-31】。観光動向調査に
よると、自家用車やレンタカーによる来訪が8割以上を占めており、市内では自動車を利用した移動が中
心であることがわかります【図2-32】。また、市内事業者アンケートでは、「天草市の観光振興において、現
在課題であると感じる点は何ですか。」に、8割以上が「交通アクセスの不便さ」をあげています【図2-33】。

82.3 

58.2 

22.8 

21.5 

17.7 

13.9 

5.1 

3.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

閑散期における売上の不安定化

繁忙期における人手不足

閑散期における雇用・シフト調整の困難

設備・施設稼働率の不均衡

繁忙期における仕入れコストの上昇

仕入れ数量の調整難による在庫不足や廃棄

その他

無回答 n=79

資料）天草市「持続可能な観光」の実施状況に関するアンケート
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熊本県全国

日本人

外国人
98.6%81.8%80.0%

1.4%

18.2%20.0%

天草市

【図2-27】 天草市、熊本県、全国の宿泊者の外国人比率（2024年）

資料）天草市「天草市宿泊客数推計」
熊本県「熊本県観光統計表」
観光庁「宿泊旅行統計調査」

【図2-24】 （再掲）全国の日本人・外国人別
延べ宿泊者数推移

【図2-26】 （再掲）天草市の日本人（県内・県外）・外国人別
宿泊者数推移

【図2-25】 （再掲）熊本県の日本人・外国人別
延べ宿泊者数推移

観光消費額を拡大するためには、滞在時間を最大化することで宿泊につなげていくことが重要になり
ます。移動に時間を要することは、目的地に選択されない要因となる反面、観光スポットを巡る周遊や移
動体験そのものを目的とした需要を獲得しやすい強みにもなると考えられます。

44,372.6
48,026.5

31,130.9
31,345.7

43,395.6
49,972.3 49,460.2

9,427.5 11,565.6

2,034.5
431.7

1,650.3

11,775.1
16,446.3
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資料）観光庁「宿泊旅行統計調査」資料）観光庁「宿泊旅行統計調査」

資料）天草市「天草市宿泊客数推計」
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熊本県
53.6%

福岡県
15.9%長崎県

3.3%

鹿児島県
3.2%

東京都
2.3%

大阪府2.3%
その他
19.4%

【図2-28】 天草市来訪者の発地都道府県内訳

資料）（公財）九州経済調査協会・（株）ブログウォッチャー
「おでかけウォッチャー」

※2025年1～12月分データ

女性30代
5.0%

女性20代5.9%

女性50代
6.6%

女性40代
7.5%

女性60代
8.8%

男性20代
8.5%

男性30代
10.9%

男性40代
12.9%

男性50代
14.4%

男性60代
19.5%

【図2-29】 天草市来訪者の属性

資料）（公財）九州経済調査協会・（株）ブログウォッチャー
「おでかけウォッチャー」

※2025年1～12月分データ

20代 30代 40代 50代 60代

1.62

2.26 2.20
2.36 2.43

1.89

2.33 2.28
2.44

2.85

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

男性 女性
（万円）

【図2-30】 天草市来訪者一人当たりの観光消費額

資料）天草市「観光動向調査」
※2023～2025年実施分の平均

周遊パターン 周遊者数 シェア

﨑津集落 ⇔ 道の駅 うしぶか海彩館 1861 5.7%
道の駅 有明リップルランド ⇔ 道の駅 天草市イルカセンター 1702 5.2%
道の駅 うしぶか海彩館 ⇔ 道の駅 宮地岳かかしの里 1443 4.4%
﨑津集落 ⇔ 道の駅 宮地岳かかしの里 1392 4.2%
うしぶか公園 ⇔ 道の駅 うしぶか海彩館 1091 3.3%
牛深港 ⇔ 道の駅 うしぶか海彩館 715 2.2%
﨑津集落 ⇔ 道の駅 天草市イルカセンター 689 2.1%
道の駅 天草市イルカセンター ⇔ 鬼池港 682 2.1%
道の駅 うしぶか海彩館 ⇔ 道の駅 天草市イルカセンター 581 1.8%
﨑津集落 ⇔ 大江教会 550 1.7%

【図2-31】 天草市来訪者の主要な周遊パターン

資料）（公財）九州経済調査協会・（株）ブログウォッチャー「おでかけウォッチャー」
※2025年1～12月分データ

【図2-32】 天草市への来訪手段

資料）天草市「第16回観光動向調査」
※2025年10～11月実施

自家用車
62.3%

レンタカー
18.8%

バス
7.8%

飛行機・天草エアライン
4.5% バイク

4.2%

船0.6%
新幹線・JR在来線0.6%

タクシー0.4%
自転車0.3%

その他0.6%
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地域内の経済循環を高める第一歩として、まずは観光による経済波及効果の算出、地域内調達率を把
握して、定量的な根拠に基づく目標設定を行うことが重要になります。

また、本市の観光関連産業では人手不足が特に顕著であり、安定した事業継続のため、雇用機会の創
出や離職防止に取り組む必要があります。そのためにもデータを活用した観光客数の平準化を図り、生
産性向上や人材育成を通して、観光関連事業者が無理なく働きがいを持って就労を続けられる仕組みづ
くりが求められます。

観光客のさらなる誘客に関しては、既存の観光客層を維持しつつ、訪日外国人や大都市圏の若年層や
女性など、新たな客層の獲得が必要になります。併せて、新たな観光コンテンツの造成、高付加価値な体
験の提供などを通じて、観光消費額の拡大へと結び付けていくことが重要になります。

高速交通体系が未整備な本市においては、多くの来訪者が快適に周遊できるように、公共交通を含め
た移動手段の分かりやすさや利便性向上の取組みが必要になるとともに、滞在時間を最大化するうえで、
移動時間の長さを逆に利用する発想の必要性、道の駅などの市内各地の観光拠点施設間の周遊促進、
サイクルルートやキャンピングカーの受入環境整備や移動体験そのものを楽しむ観光ニーズの取り込み
が求められます。

【図2-33】 市内事業者の観光振興における主な課題

80.3 

48.0 

42.5 

40.9 

29.1 

18.9 

18.1 

18.1 

10.2 

1.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

交通アクセスの不便さ

プロモーション不足（情報発信、認知度）

宿泊施設の不足・老朽化

人材不足（サービス人材、ガイド等）

飲食・買い物環境の不足

地域住民との共生・協力体制

観光客の偏在（オーバーツーリズム、閑散期）

高単価なコンテンツの不足（宿泊施設、飲食店、ツアー等）

その他

無回答
n=127

資料）天草市 「持続可能な観光」の実施状況に関するアンケート

他都市からのアクセスに時間がかかるため、天草市に
訪問する目的となるような目玉を作ってはどうか。

イルカが魚を食べるなど、イルカウォッチング事業者と
漁業者の利益が相反する点がある。双方の利益を守る
ために観光の文脈でできることとして、観光客がイルカ
ウォッチングと一緒に地元の魚を食べるような仕組み
づくりが必要。

市内事業者の
意見・アイデア

資料）天草市「持続可能な観光」の実施状況に関するアンケート

対応する施策  

▲▲
 P33〜35

課　題
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対応する施策  

▲▲
 P36〜39

訪日外国人や高齢者など、多様な観光客が安心して滞在を楽しめるように、ユニバーサルデザインや
多言語での案内等のさらなる普及が必要になります。また、観光客の増加による生活への負荷の心配を
払拭するため、防犯設備導入の支援など、安全や治安面に配慮した視点での体制づくりが求められます。

訪日外国人観光客が増加するなかで、多様な価値観や生活習慣を受け入れられる態勢づくりが求め
られています。また、市内事業者ヒアリングでは、観光客の増加に伴うごみの増加、マナー、安全性への
不安も寄せられるなど、観光による負担が生活面で不安視されつつある状況も見られます。今後、持続
可能な観光を目指すうえで、観光による貢献と負荷のバランスをとりながら取組みを進めていくことが重
要になります。

Ⅱ. 社会福祉と負荷

オーバーツーリズムに関する調査事例

2024年、じゃらんリサーチセンターが全国の行政、宿泊施設、その他民間企業を対象とした
「観光地のオーバーツーリズムおよび分散・平準化対策に関する現状調査」を実施した。

良い影響が出ている
7.0%

悪い影響が出ている
15.1%

良い影響も悪い
影響も出ている

45.4%

影響なし
29.2%

分からない
3.3%

【日常生活エリアに混雑がある】

良い影響が出ている
23.5%

悪い影響が出ている
7.6%良い影響も悪い

影響も出ている
52.3%

影響なし
14.1%

分からない
2.5%

【事業活動エリアに混雑がある】

じゃらんリサーチセンター

資料）観光地のオーバーツーリズムおよび分散・平準化対策に関する現状調査
（リクルートじゃらんリサーチセンター調べ）

課　題

現　状
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本市の文化財等が今後も長く、魅力ある地域資源として評価されるよう、「天草市文化振興計画」など
の関連計画と連動した文化財の維持・保全、価値の発信に取り組むことが必要です。

本市には、世界文化遺産「天草の﨑津集落」や牛深ハイヤをはじめとする、地域の歴史や文化を象徴
する貴重な資源が数多く存在しています。市政アンケートにおいても、「天草市の魅力として重要である
と感じる地域資源は何ですか。」という問いに対し、「文化・歴史資源」と回答した割合は6割を超えており

【図2-34】、本市の文化・歴史資源は市民から高く評価されています。これらを市民にとっての誇れる地
域資源、また来訪者にとっても魅力的な観光資源として、保護（保存・活用）し続けることが重要です。

C．文化的サステナビリティにおける現状と課題

Ⅰ. 文化財等の保護

【図2-34】 市内事業者が魅力と感じる地域資源 【世界文化遺産「天草の﨑津集落」】

【牛深ハイヤ（ハイヤ総踊り）】

資料）天草市「持続可能な観光」の実施状況に関するアンケート
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●江上集落

資料）長崎県「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産の来訪者数」

「天草の﨑津集落」は、世界遺産登録前から歴史的景観が維持されているエリアとして評価され、天草
市を代表する観光スポットとなっています。長崎県「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産の来訪
者数」によると、2024（令和6）年7月～2025（令和7）年6月の1年間の「天草の﨑津集落」来訪者数は、
世界遺産登録前年の98％となっており、来訪者数が安定的に推移していることが分かります【図2-35】。
また、「天草の﨑津集落」について、来訪者の年齢・性別構成を見ると、半数以上を50代以上の来訪者が
占めていることがわかります【図2-36】。なお、多客期における観光車両の受入制限や﨑津教会の拝観
予約・拝観順の調整を行うことで良好な生活環境を保ち、祈りの場として大切に保全しています。

Ⅱ. 文化的場所への訪問

【図2-35】  長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産の来訪者数

現　状
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歴史探訪を目的とした本市への来訪は、他の目的に比べ多いものの、さらなる向上が期待できます。
若年層や女性など、これまで誘客力が弱かった層にも魅力を伝えられるよう、情報発信の強化や、文化

財の持つ価値や背景を来訪者に分かりやすく伝える仕組みづくりが課題と言えます。
また、魅力を伝えるだけでなく、地域住民と来訪者が一体となって文化財の保護に取り組めるよう、ガイ

ドの育成や観光マナーの啓発を進めていく必要があります。

対応する施策  

▲▲
 P40〜41

【図2-37】 天草市への来訪目的
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帰省・親戚訪問

聖地巡礼

その他
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10.0%

8.4%

9.4%

資料）天草市「第16回観光動向調査」
※2025年10～11月実施

【図2-36】 「天草の﨑津集落」来訪者の属性

4.4% 5.4%

7.6%

8.1%

15.4%

6.7%8.8%

9.5%

21.7%

12.2%

女性30代女性20代

女性50代

女性40代

女性60代

男性20代男性30代

男性40代

男性50代

男性60代

資料）（公財）九州経済調査協会・（株）ブログウォッチャー
「おでかけウォッチャー」

※2025年1月1日～2025年12月31日

課　題
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【図2-38】 雲仙天草国立公園（天草地域）

資料）環境省

雲仙天草国立公園の天草地域は、大小約120の島々からなる多島海景観を有し、沈降海岸特有の湾
入や陸繋島、海蝕崖など変化に富んだ海岸地形が広がっています。海中にはサンゴ類をはじめとする多
様な生態系が見られ、陸域・海域双方に優れた自然環境が形成されています。本市では、天草西海岸や
御所浦町を中心に区域が指定され【図2-38】、自然特性に応じたゾーニングのもと保全と利用が図られ
ています。なかでも、天草西海岸に位置する下田温泉は、良質な泉質を有する保養地として評価され、牛
深沿岸から周辺島しょ部にかけて広がる牛深海域公園は、日本初の海域公園として海中景観と生物多
様性を守っています。これらの資源を活かし、マリンスポーツや海水浴、キャンプなど、海辺のレクリエーショ
ンの場として利用されています。

また、本市の豊かな自然環境は、市民や来訪者にとって大きな魅力となっています。市政アンケートで
は、「天草市の魅力として重要であると感じる地域資源は何ですか。」という問いに対し、「自然資源」と
回答した割合が8割を超えています【図2-39】。また、観光動向調査でも自然体験を目的とした来訪が
19.1％、イルカウォッチングで14.1％、魚釣りが6.4％など、自然資源が存在してこそ楽しめるアクティビ
ティを目的とした来訪が、一定数あることがわかります【図2-40】。

豊富な自然資源が存在することで、良好な景観がある一方、観光客が増加することで、景観を阻害す
る恐れがあります。事業者ヒアリングでは、観光客の増加に伴い、「主に主要な道路沿いで、ゴミが落ちて
いるところがあり、景観を損なっていると感じる」という意見も聞かれました。

D．環境のサステナビリティにおける現状と課題

Ⅰ. 自然遺産（国立公園）の保全

特別保護地区

特別地域

普通地域

海域公園地区

凡例

現　状
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【図2-39】（再掲）市内事業者が魅力と感じる
地域資源

【図2-40】 （再掲）天草市への来訪目的

本市の豊かな自然資源や良好な景観は、地域住民、来訪者ともに高く評価されています。一方で、観
光客の増加に伴い、ゴミの増加などによる景観の悪化が懸念されます。自然遺産のリストの活用による
来訪者の自然保護への関心と理解を深めるとともに、地域住民と来訪者が一体となって自然遺産の保護
に取り組めるよう、ガイドの育成や観光マナーの啓発を進めていく必要があります。

資料）天草市 「持続可能な観光」の実施状況に関するアンケート
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資料）天草市「第16回観光動向調査」
※2025年10～11月実施
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【図2-41】 市内事業者の「持続可能な観光」への取組状況

持続可能な観光地域づくりを進めるうえで、温室効果ガスや水環境の保全など、地球環境に配慮した
行動も重要になります。事業者アンケートの「現在、自社として「持続可能な観光」に関連する取組を行っ
ていますか。」という問いに対し、「エネルギー効率化」は25.2％の回答者が取り組んでいると回答しまし
た【図2-41】。一定数の事業者で取組みが進んでいるものの、さらなる実施率の向上が求められます。取
組みの実施に至っていない理由に着目すると、「具体的に何をすればよいか分からない」「費用や人手な
どの余裕がない」というものが多く、環境配慮の重要性は多くの事業者が認識しているものの、取組方法
が分からないことや、コスト面での負担が障壁となり、十分に実践できていない事業者も一定数いる状
況がうかがえます。

Ⅱ. 資源マネジメント

事業者自らが事業活動における省エネルギーに取り組めるように引き続き、啓発する必要があります。
また、水質や生態系の調査、清掃活動の支援により水環境を引き続き、保全するとともに、イルカウォッ
チングやマリンアクティビティなどの活用につなげていく必要があります。

49.6 

37.8 

37.8 

32.3 

29.9 

25.2 

13.4 

11.0 

3.9 

3.9 

0% 20% 40% 60%

地産地消や地域資源の活用（地元食材・工芸品の利用 等）

ごみ削減・リサイクルの推進（使い捨てプラスチック削減、資源分別 等）

地域住民との連携（ボランティア活動、協議会参加 等）

環境保全活動（自然保護、景観維持、植林 等）

文化・伝統の継承や地域行事への参加

エネルギー効率化（省エネ設備、再生可能エネルギー利用 等）

インバウンド対応の強化（多言語対応、異文化理解促進 等）

特に取り組んでいない

その他

無回答 n=127

資料）天草市 「持続可能な観光」の実施状況に関するアンケート

天草には紫ウニ、赤ウニなど美味しくて珍しい海産物が
ある。しかしこれらは増える見込みがなく現状維持で精
一杯である。生育環境を整え、海産物を守る必要がある。市内事業者の

意見・アイデア

対応する施策  

▲▲
 P42〜43

課　題

現　状
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観光に関連する事業活動や観光客の行動により、ごみや騒音・振動の発生など、周辺環境への影響が
及ぶことが想定されます。事業者アンケートの「現在、自社として「持続可能な観光」に関連する取組を行っ
ていますか。」という問いに対し、「ごみ削減・リサイクルの推進」と回答した方は37.8％でした【図2-42】。
比較的実施率の高い取組みであるものの、さらなる改善が求められます。

Ⅲ. 廃棄物と排出量の管理

良好な生活環境を保つため、市内の各事業所が企業活動におけるごみの減量化や資源化、省エネル
ギー機器の導入など環境に配慮した行動が必要です。また、来訪者にごみの分別、マイボトルやマイバッ
グの利用を呼び掛けるなど啓発することで観光施設におけるごみの減量化や資源化を推進する必要が
あります。

主に主要な道路沿いで、ゴミが落ちているところがあり、
景観を損なっていると感じる。市内事業者の

意見・アイデア

対応する施策  

▲▲
 P44

【図2-42】 市内事業者の「持続可能な観光」への取組状況
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エネルギー効率化（省エネ設備、再生可能エネルギー利用 等）

インバウンド対応の強化（多言語対応、異文化理解促進 等）

特に取り組んでいない

その他

無回答 n=127

資料）天草市 「持続可能な観光」の実施状況に関するアンケート

課　題

現　状
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持続可能な観光地域づくりに向けた施策第 3 章

A．持続可能なマネジメント

【JSTS-Dに基づく4つの柱】 【基本施策】

B．社会経済のサステナビリティ

C．文化的サステナビリティ

D．環境のサステナビリティ

Ⅰ. マネジメントの組織と枠組み

Ⅰ. 地域経済への貢献

Ⅰ. 文化財等の保護

Ⅰ. 自然遺産（国立公園）の保全

（1） 持続可能な観光の推進体制の整備
（2） 観光に起因する地域課題の把握・調査分析、フィードバック体制の整備

Ⅱ. ステークホルダーの参画

Ⅱ. 社会福祉と負荷

Ⅱ. 文化的場所への訪問

Ⅱ. 資源マネジメント

Ⅲ. 負荷の変化と管理

Ⅲ. 廃棄物と排出量の管理

（1） ステークホルダーの参画
（2） 住民意見の把握
（3） 地域における観光教育の充実
（4） 観光客の意見・行動の把握
（5） 持続的な観光情報の発信・プロモーションの推進

（1） 観光による地域への負荷の把握
（2） 自然及び文化的資源の保護・ゾーニングに関するガイドライン等の作成
（3） 気候変動による環境変化への適応
（4） 災害への対応

（1） 観光による地域への経済効果、地域内経済循環の測定
（2） 働きがいと雇用機会の創出
（3） 地域資源、地域サービス等の活用

（1） 地域住民と来訪者が一体となったコミュニティ、歴史文化、自然環境の保全
（2） ハラスメントの防止
（3） 安全と治安のための体制づくり
（4） 多様な観光客の受入環境整備

（1） 文化財、世界遺産等の保護

（1） 観光客の行動管理体制の強化
（2） 地域住民の声を反映した観光客の行動規範の確保
（3） ステークホルダーの協働による観光情報の集約・発信

（1） 自然遺産のリスト化
（2） 観光客の行動管理体制の構築
（3） 地域住民や専門家の声を反映した観光客の行動規範の確保

（1） 事業活動における省エネルギー行動の啓発
（2） 水環境の保全対策の促進

（1） ごみの減量化・資源化の促進
（2） 事業活動における省エネルギー行動の促進
（3） 騒音・振動の管理
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策 ● アクションプランの進捗管理、評価を行うコンソーシアムの設置

● 観光負荷に関する調査の実施、オープンデータ化の推進

● 観光地域づくりの司令塔となる組織に関する検討
地域全体で、持続可能な観光地域づくりに取り組むために、地域の多様な関係者の参画を得て、

観光地経営の司令塔となる組織のあり方についての検討を行います。

観光関係事業者、地域づくり団体等による天草市観光振興コンソーシアムを設置し、アクション
プランの進捗状況のモニタリングやJSTS-Dに基づく評価を通じて、地域の多様な関係者の協働
による「住んでよし、訪れてよし」の持続可能な観光地域づくりにつなげます。

地域における生活や企業活動に、観光がどの程度負荷をかけているのかを、アンケート調査等に
より定期的に把握し、評価を行います。

また、調査結果を公表することで、地域全体で課題を共有し、状況改善に向けた議論や取組み
を促します。

（1） 持続可能な観光の推進体制の整備

（2） 観光に起因する地域課題の把握・調査分析、フィードバック体制の整備

Ⅰ. マネジメントの組織と枠組み

持続可能な観光地域づくり推進に向け、組織体制や調査・分析・フィードバックの体制を整備し、住民・
事業者を含む多様な主体の参画を促進します。地域への負荷の把握と管理を通じて、環境・文化・社会
の調和を図ります。

本アクションプランは、経済、文化、環境など複数の分野にまたがる取組で構成されています。これら
を着実に進めていくためには、分野横断で調整し、継続的に取り組む体制が不可欠です。その基盤とな
るのが、「A．持続可能なマネジメント」であり、これに取り組むことで、「B．社会経済のサステナビリティ」

「C．文化的サステナビリティ」「D．環境のサステナビリティ」の取組が実現します。

A．持続可能なマネジメント

対応する現状・課題  

▲▲
 P10
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Ⅱ. ステークホルダーの参画

● 持続可能な観光に関するセミナー、研修等の実施

● 持続可能な観光に関する調査の実施

持続可能な観光地域づくりを地域全体で進めていくため、セミナーや研修等を開催し、観光関
係事業者、住民、行政が一体となって取り組んでいく機運を高めます。

観光地域づくりへの住民参画、観光による地域経済の活性化や市民生活の向上の実感度合い
を把握するため、アンケート調査等を行います。

（1） ステークホルダーの参画

（2）  住民意見の把握

● 持続可能な観光に資する人材の育成

● 地域住民を対象としたセミナー等の実施

● インタープリテーションの手法を活用した観光スタイルの確立

持続可能な観光地域づくりを進めるためには、正しい理解とともに行動できる人材の育成が必
要不可欠です。幅広い世代に向けた学習機会を設けながら、地域全体で人を育て、応援する仕組
みを検討します。

持続可能な観光地域づくりは、将来に向けて、私たちの生活を守るためにも重要な取組みとなり
ます。その重要性を共有し理解を深めるため、生活に密着し身近で関心を持ちやすいテーマを設
定したセミナーを開催します。

近年は、その地域に行かなければできない「体験・交流・共感」を求める観光需要が高まっています。
本市では、歴史や文化、自然資源などの魅力や価値をストーリー化し、交流を通じて来訪者に伝え
るインタープリテーションの手法を活用することで、天草ファンの獲得を目指します。

また、来訪者との交流を通じた魅力の共有においては、地域住民の参画も大きな力となることか
ら、インタープリテーションガイドブックに関するワークショップや講座に地域住民の参加を促すこ
とで、魅力や価値の再発見・再評価を通じてシビックプライドやおもてなしの意識を高め、住民自ら
が来訪者に魅力を発信できる地域を目指します。

（3） 地域における観光教育の充実

● 地域の日常にあふれる魅力を発信する人材の育成
日常の暮らしの中にある生活や風景などの魅力を発信することで、その魅力を「体験・交流・共感」

したい天草ファンの創出に期待できます。日常にある魅力を知る機会の創出とともに、地域の魅力
を自ら発信する方法を習得するための講座を開催することで、積極的に情報発信できる人材の育
成を目指します。

対応する現状・課題  
▲▲

 P11〜12
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● データを活用したマーケティングに基づく情報発信
人流データ等により、観光客の発地、性別や年代等の属性、周遊行動などの具体的な情報を収

集分析し、対象や対象にとって必要となる情報を明確にした戦略的なプロモーションを展開します。

（5） 持続的な観光情報の発信・プロモーションの推進

● 観光動向調査の実施
本市を訪れた観光客を対象に、来訪目的、満足度、再来訪意向、消費単価等を調査分析する観

光動向調査を実施します。調査結果を公表し地域の課題や強みを共有することにより、地域全体
で観光客の満足度向上や再来訪者の獲得を目指します。

（4） 観光客の意見・行動の把握

日本政府観光局（JNTO）では、訪日外国人旅行の消費額拡
大・地方誘客促進に向け、高付加価値旅行者の目線や価値観
を理解し、同旅行者が求める体験やサービスを提供するガイ
ドのための研修を実施しています。コミュニケーションスキル
や旅程作成などの導入研修や、フィールドワークなどの実践
的なプログラムを通して、知識や対応力を身に着け高品質な
体験を提供するガイドを育成します。

高付加価値旅行ガイド研修 ー日本政府観光局

国内の取組事例

富山県では、持続的に多様な旅行者に選ばれる観光地をめざし、次世代の観光を担う人材
育成を目的とした「とやま観光塾」を開講しています。観光地域づくりや高付加価値化に関す
る基礎知識の習得に加え、来訪者を満足させられる観光ガイドの育成や、地域資源を生かし
たインバウンドツーリズムの企画・実施ができる人材の育成を目指しています。

講座は、「高付加価値対応基礎コース」「観光ガイドコース」「グローバルコース」など複数の
コースを設け、実践的な講義や体験、ワークショップを通じて観光ガイドや高付加価値対応能
力、外国人旅行者対応力などを学べる構成となっています。県内外の専門講師も招き、実務に
即したスキル育成を進めています。

とやま観光塾 ー 富山県
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対応する現状・課題  

▲▲
 P13〜14

● 訪日外国人の誘客強化に向けたプロモーション
本市では、宿泊者数全体に占める割合が2％程度にとどまっている訪日外国人の誘客強化が喫

緊の課題です。熊本との交流が拡大している台湾に向けては、新たに策定した戦略に基づき、ター
ゲット層に来訪や消費を促す効果的な情報を発信します。また、欧米からの訪日外国人には、潜伏
キリシタンの歴史的なストーリーや「天草の﨑津集落」の美しいロケーションが好評で注目が高ま
りつつあるため、これらを核としたプロモーションの強化により誘客を図ります。

Ⅲ. 負荷の変化と管理

● 地域への観光負荷に関する情報の収集

● 天草市文化振興計画、天草市景観計画、天草市環境基本計画等に沿った取組みの実施

● 天草市環境基本計画等に沿った取組みの実施

● 天草市地域防災計画等に沿った取組みの実施

市内への来訪者数や宿泊客数の継続的なモニタリングと併せて、市内における観光客の消費動
向や周遊行動を把握します。また、調査結果を公表し、季節や時間ごとの繁忙閑散の差や、観光施
設や観光スポットの受入状況を地域全体に共有するとともに、観光需要の平準化、生活環境への
負荷の軽減につながる取組みの検討に活用します。

関連する各種計画に沿って、地域資源の保全と活用を進めます。文化財の保護（保存・活用）・継
承を図る他、景観形成重点地区の指定や必要な行動規制、自然公園法に基づく国立公園規制の
周知により、自然や歴史景観の維持・形成に取り組みます。また、水辺環境、森林、里山などの保全・
再生を図ります。

気候変動に伴う環境変化により、これまでの景観や農林水産物などの観光資源や、季節のサイ
クルは維持できなくなりつつあります。天草市環境基本計画では、行政、事業者、住民を推進主体
として、滞在者や通過者を含め環境保全に努めることとしており、温室効果ガスの排出削減などに
取り組みます。

防災訓練等への参加、事業所等の防災設備の整備、多言語での情報発信体制の整備など、平時
より災害対策に取り組む他、文化財への被害防止や、被害調査、応急対策の体制を整備します。ま
た、市内全ての道の駅においてBCP（業務継続計画）を策定し、災害時における体制を整備します。

（1） 観光による地域への負荷の把握

（2） 自然及び文化的資源の保護・ゾーニングに関するガイドライン等の作成

（3） 気候変動による環境変化への適応

（4） 災害への対応
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観光を通じた地域経済循環の拡大と地元資源の活用を推進します。文化・自然環境の保全、安全・治
安・ハラスメント防止を重視し、誰もが安心して楽しめる持続的な観光社会を実現します。

B．社会経済のサステナビリティ

Ⅰ. 地域経済への貢献

● 地域の経済行動を示す産業連関等のデータに基づく経済効果等の測定手法の検討

● デジタル技術を活用した生産性向上

地域の経済構造を示す産業連関や観光人流データ等を活用し、地域内の観光消費額や経済波
及効果の測定方法を検討し、データに基づく戦略策定、目標設定の基盤整備を目指します。

人口減少や高齢化に伴い、市内での観光の担い手は減少しており、アンケート調査でも市内事
業者の経営上の課題を人手不足とする回答が最も多くありました。将来を見据え、これから求め
られる観光需要に応えていくためには、観光関連事業者の生産性を高める取組みが必要であり、
省力化・省人化に向けたデジタル技術の導入とともにスキルアップ研修等による人材育成を通じ
た生産性向上の取り組みを推進します。

（1） 観光による地域への経済効果、地域内経済循環の測定

（2） 働きがいと雇用機会の創出

観光を地域経済の力として持続的に生かしていくためには、観光客の市内での消費額を上げること、
また、観光客が市内で使ったお金が地域の事業者の収入や地域の雇用へと循環していく「地域内経済
循環」を高めていくことが重要です。そのための第一歩として、「天草市が将来にわたり自立した地域経
済を維持していくために、どの程度の観光消費額が必要なのか」を把握する視点が求められます。

観光消費額は、単に売上規模を見るのではなく、経済波及効果を通じて雇用や関連産業への影響を
測ることで、来訪者数や客単価、ターゲット層といった観光振興の目標値を根拠をもって設定するが可
能になります。

本アクションプランでは、まずこうした考え方を共有し、観光による経済波及効果の把握と算出を今後
の重要な検討課題として位置付けます。今後、データの蓄積や分析を進めることで、より根拠ある目標設
定につなげていきます。

【観光消費額目標の算出事例】 ･･魚津市観光振興計画
･･呉市観光振興計画

天草市に必要な観光消費額を知ろう

対応する現状・課題  

▲▲
 P15〜19
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【図3-1】（再掲）市内事業者の「持続可能な観光」への取組状況

● 地域の豊かな食材を活かした食の提供

● 観光資源（コンテンツ）・サービスの高付加価値化

地域独自のブランド食材を始めとする多様な食資源がある本市では、アンケート調査において、
約半数の事業者が地域の食資源を活用した地産地消に取り組んでいるとの回答がありました。天
草ならではの食資源の活用方法として、土地の気候や地形、歴史文化や風習、地元食材に対する
作り手の想いが詰まった食を旅の目的とするなど、地産地消を通じた地域内経済循環をさらに進
める新たな取組みを検討します。

観光客の地域内での観光消費額の増加のため、新たな観光コンテンツによる高付加価値なビジ
ネスモデルづくりに積極的に取り組む観光関連事業者を支援します。また、複数の目的地間の周遊、
移動体験を伴うサイクルツーリズムや車泊（くるまはく）などの道の駅等を活用したキャンピングカー
による観光、聖地巡礼等の誘客につながる舞台作品のロケ地誘致、スポーツ大会・合宿等で訪れ
た来訪者の滞在時間の延長による消費拡大を目指します。

（3） 地域資源、地域サービス等の活用

49.6 

37.8 

37.8 

32.3 

29.9 

25.2 

13.4 

11.0 

3.9 

3.9 

0% 20% 40% 60%

地産地消や地域資源の活用（地元食材・工芸品の利用 等）

ごみ削減・リサイクルの推進（使い捨てプラスチック削減、資源分別 等）

地域住民との連携（ボランティア活動、協議会参加 等）

環境保全活動（自然保護、景観維持、植林 等）

文化・伝統の継承や地域行事への参加

エネルギー効率化（省エネ設備、再生可能エネルギー利用 等）

インバウンド対応の強化（多言語対応、異文化理解促進 等）

特に取り組んでいない

その他

無回答 n=127

資料）天草市 「持続可能な観光」の実施状況に関するアンケート

● 事業者等の連携による地域内経済循環の向上

● 地域の日常にある暮らしを地域資源として見える化

観光客へのアメニティなどの提供品・おみやげ品や事業者が利用する商品・サービスに、市内の
ものを取り入れることで、地域内における経済循環を活発化させることが重要です。地域内経済循
環を高めるために事業者同士の連携強化を促し、地域内調達率の向上を目指します。

地域の日常にあふれる魅力的な生活や風景を、住民と協働し「体験・共感・交流」を通じて、来訪
者に向けて発信することで、暮らしの中に埋もれた地域資源の見える化を目指します。
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【参考資料】

【参考資料】

国民保養温泉地とは、温泉の公共的利用増進のため、温泉利用の効果が十分期待され、かつ、健全な
保養地として活用される温泉地を「温泉法」に基づき、環境大臣が指定するものです。国民保養温泉地の
選定は概ね以下の基準によって行われています。

第1　温泉の泉質及び湧出量に関する条件
（1）利用源泉が療養泉であること。
（2）利用する温泉の湧出量が豊富であること。なお、湧出量の目安は温泉利用者1人あたり0.5リッ

トル／分以上であること。

第2　温泉地の環境等に関する条件
（1）自然環境、まちなみ、歴史、風土、文化等の観点から保養地として適していること。
（2）医学的立場から適正な温泉利用や健康管理について指導が可能な医師の配置計画又は同医

師との連携のもと入浴方法等の指導ができる人材の配置計画若しくは育成方針等が確立して
いること。

（3）温泉資源の保護、温泉の衛生管理、温泉の公共的利用の増進並びに高齢者及び障害者等への
配慮に関する取組を適切に行うこととしていること。

（4）災害防止に関する取組が充実していること。

天草下田温泉は、以前は各旅館及び温泉施設で泉源を持ち温泉を
利用していたが、温泉資源の保全と湧出量の維持を図ることを目的に
昭和57年に下田温泉事業協同組合を立上げ、泉源地の集約化に努
めてきた。現在、泉源については4箇所となっており、高温かつ安定的
な湯量を維持している。泉質は低張性弱アルカリ性高温泉の療養泉
であり、動力揚湯であるが源泉かけ流しが可能な豊富な湧出量がある。
（出典　環境省「天草下田温泉国民保養温泉地計画書」）

天草西海岸で採れる「天草陶石」は、粘土を混ぜずに磁器を作ることができる珍しい磁器原料です。
天草陶石で作られた磁器は、白さに濁りがなく美しいのが特長です。優れた磁器原料として、全国の陶
石産出量の約8割を占めています。

1762年には高浜村（現在の天草町）の庄屋だった上田家六代目が
やきものづくりを開始し、1765年には水の平焼、1845年には丸尾焼
が開窯。天草陶石だけでなく、天草の土を使った陶器づくりも盛んに
なり、現在では20を超える窯元が、一つのスタイルにとらわれること
なく、それぞれの窯元でその特徴を生かしたやきものづくりに取り組み、
その多様性も「天草陶磁器」の魅力の一つとなっています。

国民保養温泉地

天草下田温泉の特長

天草陶石・天草陶磁器の魅力

● 国民保養温泉地「天草下田温泉」の魅力向上
豊富な湯量を誇り源泉かけ流しの天然温泉である下田温泉は、開湯約700年の歴史を誇る天

草最古の温泉地であり、環境省の国民保養温泉地に指定されています。
夕陽百選の天草灘、世界文化遺産の﨑津集落、国内生産量8割を誇る天草陶石を使う窯元など

が近隣にあり、それらの地域資源をストーリー化することで、下田温泉のさらなる魅力向上に期待
できることから、魅力を高めるための地域協働での取組みを支援し、滞在型・通年型観光の促進に
つなげます。

天草陶石
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対応する現状・課題  

▲▲
 P20Ⅱ. 社会福祉と負荷

● 地域の歴史文化や自然を親しむツーリズムへの展開

インタープリテーションとは

“みんなでつくる”ガイドブック

ガイドブックの活用

インタープリテーションガイドブックを、来訪者と地域（住民、ローカルガイド、観光事業者等）と
の交流の架け橋として、地域の歴史文化や自然環境を親しむツーリズムを展開します。心豊かな
交流を通して、地域資源の価値を伝えることで、地域のコミュニティと来訪者が一体となり、地域
社会、歴史文化、自然環境の保全に寄与する天草スタイルを目指します。

（1） 地域住民と来訪者が一体となったコミュニティ、歴史文化、
自然環境の保全

自然や歴史・文化などが持つ本来の意味や価値を、単なる知識としてだけでなく、背景にあるストーリー
もわかりやすく伝え、来訪者の主体性を引き出し、感動や行動につなげるコミュニケーション活動です。

インタープリテーションガイドブックは、地元に暮らす方々が中心となり地域の魅力を発見し、未来に
つなげていくための参加型のガイドブックです。地域で培われた知恵や経験を生かした交流を促し、地
域の魅力を感じてもらうために作成するものです。

ガイドツアーや観光プログラムの企画運営、学校や地域団体の学習や体験活動の教材等

インタープリテーションガイドブック

【事例】 天草市インタープリテーションガイドブック
もっとずっと好きになる。天草西海岸のストーリーブック

（https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/kiji00314074/index.html）
･･ 雲仙温泉地区「雲仙をもっと好きになるSTORY」

（https://unzen-dmo.com/wp-content/uploads/2024/10/%E9%9B%B2%E4%BB%99IP%E5%8
5%A8%E4%BD%93%E8%A8%88%E7%94%BBAI_web%E7%94%A8-.pdf）
･･富士山箱根伊豆国立公園『富士山麓を「歩く旅」をもっと楽しむSTORY』

（https://www.env.go.jp/park/content/000305186.pdf）

天草陶磁器の島づくり協議会
　市内の窯元で構成する「天草陶磁器の島づくり協議会」では、「陶石の島から陶磁器の島へ」のスローガ
ンのもと、産地化に向けた取組みを進めています。
　毎年11月初旬に全国から90を超える窯元が集結する「天草大陶磁器展」は、県内外から多くの来訪者が
訪れる一大イベントとなっています。また、窯元のイベント情報などを発信する「窯元たより」の発行や、後継
者育成に向けたワークショップなどを実施しています。
（天草陶磁器の島づくり協議会ホームページ ： https://amakusatoujiki.com/）

市内の取組事例
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● 地域における防犯灯や防犯カメラの設置促進

● ユニバーサルデザインの普及促進

● 安全、治安に関するリアルタイムの情報発信

防犯灯や防犯カメラの設置を支援することで、地域における安全・治安体制づくりを促進します。
防犯への取組みの充実により、来訪者や受け入れる側も含め、安心して過ごせる観光地を目指し
ます。

高齢者や障害者を含めた多様な観光客が快適に楽しめる観光地として、ユニバーサルデザイン
の7原則を考慮した普及を促進します。観光施設におけるユニバーサルデザインの導入や観光サ
インへのピクトグラムの導入などの整備により、年齢や性別、国籍などにかかわらず快適で安心し
て滞在できる観光地を形成します。

防災行政無線や安心・安全メールを活用することで、安全や治安に関するリアルタイムの情報を
来訪者へ届け、不安の軽減や非常時の安全確保につなげます。

（3） 安全と治安のための体制づくり

（4） 多様な観光客の受入環境整備

ユニバーサルデザイン7原則

公平に利用できること

使う上での柔軟性があること

シンプルで直感的であること
情報がわかりやすいこと

誤操作に対する安全性が確保されていること

身体的負担が少ないこと

アクセスしやすいスペースが確保されていること

例） 階段にスロープ、エスカレーターを併設する

例） 階段に高さの異なる複数の手すりを設置する

例） 案内看板を大きくて見やすいものにする

例） トイレにピクトグラムによる案内表示を設置する

例） 駅にホームドアを設置する

例） 自動販売機に低い位置のボタンを設置する

例） 観光施設入り口付近に車いす専用駐車場を整備する

1

2

3

4

5

6

7

【参考資料】

● 天草市人権教育・啓発基本計画等に沿った取組みの実施
地域住民、来訪者など観光に関わるすべての人の人権が尊重されるため、人権教育・啓発や相

談体制の充実を図り、安心して過ごせる環境づくりに取り組みます。

（2） ハラスメントの防止

● オーバーツーリズムへの対応
世界文化遺産「天草の﨑津集落」において、多くの来訪者が予想される時期については、地域住

民の意見を踏まえ、観光車両の交通誘導を実施し、地域内の混雑を緩和し、良好な生活環境を保
ちます。また、﨑津教会や大江教会では、予約や拝観制限を行うことで、祈りの場として大切に保
全していきます。
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● 多言語化、多様な宗教への対応
訪日客増加で需要の重心が変化する中で、旅先としての日本の価値は上昇しています。増加が

見込まれる訪日外国人の受入環境の整備のため、観光施設等の案内看板やパンフレットなどの多
言語表記、キャッシュレス対応やWi-Fi 設備の強化、観光関連事業者向けのセミナー等の実施、各
種宗教やベジタリアンといった多様性への対応、多言語による観光案内やサービス提供の普及等
を推進します。

また、多言語化にあたっては、外国人観光客にもわかりやすいよう公共施設や観光地名など名
称を統一するように努めます。

● サイクルツーリズムの推進

優れた観光資源を自転車で有機的に結ぶサイクルルートをつくり、魅力的で安全な走行環境や
ルート上の道の駅をはじめとする観光施設の受入体制、情報発信等に取り組み、地域創生やサイ
クルツーリズムなどの新たな観光価値の創出につなげます。宇土天草半島の宇城市三角から天草
市牛深までを結ぶルートにおいて、官民及び地域が一体となり、九州初となるナショナルサイクルルー
トの指定を目指します。

ナショナルサイクルルート

NCR 制度とは、自転車活用推進法に基づき、
国土交通省が令和元年度に創設した制度で、
日本の優れた観光資源を自転車で有機的に結
ぶルートを指定するものです。魅力的で安全な
走行環境や地域の受入体制、情報発信など一
定の条件を満たすサイクリングルートが対象と
なり、サイクルツーリズムの推進や地域創生、新
たな観光価値の創出を目的としています。現在、
全国で6か所が指定されています。

『ナショナルサイクルルート（NCR）』とは 【全国のナショナルサイクルルート位置図】

資料）国土交通省
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● キャンピングカーでの車中泊施設等の受入環境の整備

● 公共交通による目的地までの移動利便性の向上

近年、全国的にキャンピングカーやRV（スポーツ用多目的車）での観光客が増加しています。市
内でも、４か所の車中泊施設が整備され、国立公園内の魅力ある自然資源の中でゆっくりと過ごし
たい旅行や、ペットと一緒の旅行を楽しみたい観光客ニーズの受け皿の一つとなっています。また、
比較的滞在時間が長い傾向にある車中泊において、ルート上に車中泊施設等を広域で整備するこ
とにより、さらに周遊性を高めることに期待できることから、道の駅などの観光施設における民間
主導での受入環境の整備を促進します。

本市へのアクセスについては、エアライン、フェリー、都市間バスなど広域交通の利用促進を図る
とともに、市内の移動については、観光交通と生活交通を分けず、両者を支える持続可能な移動の
仕組みづくりを検討し、「住んでよし、訪れてよし」の観光地域づくりを目指します。

天草地域のルートは、天草と一体・一周・一番から取り「あまいち」と名付け、九州初のNCR 指定を
目指します。ルートは、主に海岸沿いの国道324号や県道を通り、宇城市の JR 三角駅から天草市の
牛深港までを結ぶ150キロ。下田温泉や世界遺産などルートの魅力をPRするなど、世界に誇れるルー
トとともに自転車を活用した観光振興を目指します。

“ 九州初 ”のNCR 指定に向けて

資料）熊本県

資料）天草地域サイクルツーリズム推進協議会

【あまいち（天草地域のルート）】【あまいちのロゴ】
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対応する現状・課題  

▲▲
 P21

対応する現状・課題  

▲▲
 P22〜23

文化財や世界遺産等の保護（保存・活用）を進めるとともに、観光客の行動管理体制の構築や住民の
声を反映した観光行動規範の確保、協働による観光情報の集約・発信を推進します。地域の多様な主体
が協働して文化・文化財の保護と観光の両立を目指します。

C．文化的サステナビリティ

Ⅰ. 文化財等の保護

● 天草市文化振興計画、天草市景観計画等に沿った取組みの実施
文化財や世界遺産等の適切な保護に取り組みます。地域の文化的な価値を守りながら、観光

資源としての価値を発信するなど、地域住民と来訪者がともに文化的な価値を共有できる環境づ
くりを目指します。

（1） 文化財、世界遺産等の保護

Ⅱ.文化的場所への訪問

● データに基づく観光客の行動把握
人流等データに基づき、観光客の移動や滞在状況を分析し、時間帯や場所ごとの混雑状況を

把握します。観光客の行動把握により、混雑（オーバーツーリズム）緩和策の検討に活用できる他、
観光客の消費行動や周遊行動が明らかになることから、観光資源としての魅力をさらに高める取
組みや、文化財等の維持・保全における活用にも期待できます。

（1） 観光客の行動管理体制の強化

● 観光客に向けたマナー啓発

文化財や世界遺産等において、訪日外国人を含め、見学マナーを啓発するため、パンフレットや
看板、ウェブサイトで情報を周知し、ガイドの際にも啓発を行います。適切なマナーによる観光を
促すことで、地域住民と観光客の双方が安心できる環境となり、さらには文化財等の維持・保全
への正しい理解が広がることで、持続可能な文化財等の保護につながります。

（2） 地域住民の声を反映した観光客の行動規範の確保

40



第
4
章

第
5
章

第
1
章

第
2
章

第
3
章

　持
続
可
能
な
観
光
地
域
づ
く
り
に
向
け
た
施
策

第
4
章

第
5
章

第
1
章

第
2
章

第
3
章

　持
続
可
能
な
観
光
地
域
づ
く
り
に
向
け
た
施
策

● 世界文化遺産「天草の﨑津集落」の価値の発信

● 天草の歴史・文化の理解促進

● 広域連携による情報集約・発信

国内外に「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の価値、地域に根差した歴史や文化を
発信することで、持続的な観光客の誘客につなげます。

また、富裕層向けの海外クルーズ船の﨑津への寄港は、世界に向けて「天草の﨑津集落」を発
信する契機となることから、地元と一体となり積極的に受け入れ、観光プロモーション等に活用す
るとともに、地元への経済波及効果を増大させる新たなコンテンツづくりを支援します。

市内のキリシタン関連資料館、歴史民俗資料館を中心に、天草の風土や暮らしなどの歴史や文
化を来訪者に伝え、地域ならではの体験や学びを提供します。また、2026年（令和8年）に開館す
る天草戦国ミュージアムでは、天草諸島の中世城郭を含む戦国時代の特徴的な天草五人衆の活
躍など、地域独自の歴史・文化への理解や共感を得ることで、新たな天草ファンとなり再来訪の機
会につながることが期待できます。

近隣自治体と連携した情報発信により、広域的な交流人口の拡大を目指します。特に、長崎、
熊本、鹿児島の九州西岸軸においては、世界遺産をはじめとするキリシタン文化や国立公園など
包括的で多様な自然、文化、食があることから、これらの観光情報を集約し一体となった発信を
推進します。

（3） ステークホルダーの協働による観光情報の集約・発信

● ガイドの育成

歴史や文化などの地域資源の持つストーリーや価値を分かりやすく伝えるインタープリテーショ
ンの手法の習得などを通して、持続可能な観光地域づくりの担い手としてのローカルガイドの育
成に取り組みます。

※ローカルガイドとは、自らの地域に暮らしながら、来訪者に対して自然・歴史・文化等の地域資源を案内・解説し、観光客
と地域をつなぐ担い手として活動する人材を指します。
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対応する現状・課題  

▲▲
 P24〜25

自然遺産の保全や生態系維持に取り組み、行動管理や啓発を推進します。省エネ・水資源保全・廃棄
物削減など環境基本計画と連動した取り組みにより、低負荷で持続可能な観光環境を構築します。

D．環境のサステナビリティ

Ⅰ. 自然遺産（国立公園）の保全

● 住民や観光客向けの自然遺産リストの作成

● データに基づく観光客の行動把握

● 観光客に向けた環境保護の啓発

● ガイドの育成

● 天草市環境基本計画、海にうかぶ博物館あまくさ活動計画に沿った取組みの実施

関係機関等と連携して、自然遺産を体系的に整理し、すべての人が理解しやすい形式でリストを
作成します。野生動物や地質、植生などの情報を明示し地域固有の自然環境保全の必要性を伝え
ることで、来訪者の自然保護への関心と理解を深めます。

人流等データに基づき、観光客の移動や滞在状況を分析し、時間帯や場所ごとの混雑状況を把
握します。観光客の行動把握により、混雑（オーバーツーリズム）緩和策の検討に活用できる他、自
然環境への影響が大きいスポットやルートが明らかになることから、自然保護の必要性や緊急性
の判断の指標としての活用に期待できます。

自然環境を守るため、関係機関等と連携して、パンフレットや看板、ウェブサイトで情報を周知し
ます。適切なマナーによる観光を促すことで、豊かな自然環境が将来に向けて保全されることにつ
ながります。また、「天草市イルカセンター」を観光と環境のシンボルとしてリニューアルし、イルカ
ウォッチングを楽しむ観光客に向けた環境学習の場としての活用を検討します。

自然環境などの地域資源の持つストーリーや価値を分かりやすく伝えるインタープリテーション
の手法の習得などを通して、持続可能な観光地域づくりの担い手としてのローカルガイドの育成に
取り組みます。

海洋生物の保護や観察プログラムの運営に取り組みます。また、教育的、体験的な活動を通じて、
観光客が自然環境の価値を学びながら楽しめる環境づくりを進めます。

（1） 自然遺産のリスト化

（2） 観光客の行動管理体制の構築

（3） 地域住民や専門家の声を反映した観光客の行動規範の確保
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環境保護費

対応する現状・課題  
▲▲

 P26Ⅱ. 資源マネジメント

● 事業者の温室効果ガス排出の現状把握の促進

● 海域環境（里海）の保全

● 温泉の水質等維持

● 河川環境の保全

事業者自らが、電気、ガス、燃料、水道などの使用を可視化して、省エネルギー対策や効率的な
資源利用を促し、観光施設や宿泊施設での環境負荷の軽減につながるように努めます。

関係機関等と連携して、海域の水質や生態系の調査や藻場や干潟の保護活動を支援します。清
らかな海と豊かな生態系を守ることで、野生のイルカウォッチング、海水浴などのマリンアクティビティ
等、自然体験の価値をさらに高めます。

関係機関等と連携して、温泉水の水質や水量の把握調査などを支援します。安心して利用でき
る源泉等を確保することで、宿泊施設等での安定したサービス提供につながります。

関係機関等と連携して、河川の水質や生態系の状況把握、清掃活動や植生保護を支援します。
美しい河川環境を保全することで、景観が維持され、フットパス等の散策やサイクリングにおける
体験価値の向上が期待されます。

（1） 事業活動における省エネルギー行動の啓発

（2） 水環境の保全対策の促進

市内事業者の取組事例

五和町の6つの事業者で作る「天草イルカウォッチング事業
者チーム」は、2025年4月1日から、イルカウォッチングに参加
する観光客を対象に、乗船料とは別に500円を「環境保護費」
として徴収し、海の資源を守り、イルカと人が共生できる環境保
護のための活動資金として活用する取り組みを開始しました。

（イルカと人との共生に関するホームページ : 
  https://amakusa-dolphinsharmony.jp/about/）
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対応する現状・課題  
▲▲

 P27

● 再生可能な商品の販売等の促進

● 再生可能エネルギーや高効率な省エネルギー機器等の導入促進

● 交通量、騒音状況の把握

● 環境負荷の小さい移動手段や輸送手段の検討

観光施設や販売店における再生素材を活用した商品や、長く使用できる商品の販売を促し、環
境負荷の少ない事業活動を後押しします。

また、観光施設等における使い捨て資材の削減、資源物の分別強化、資源化につなげていく取
組み等を促します。観光客に対しても、マイボトルやマイバッグの利用やごみ減量の行動を促します。

観光施設や宿泊施設等における省エネルギーの取組みを通じて、持続可能な観光地域づくりを
進めます。再生エネルギーの利用、高効率な照明や空調設備等の導入を促すことで、エネルギー
消費の削減や環境負荷の軽減を図ります。

併せて、機器導入等の支援や情報提供により、環境整備を促進し、環境にやさしい地域としての
魅力を高めます。

主要道路の騒音等の状況を把握することで、観光客が快適に滞在できる環境、住民が安心して
暮らせる環境の両立を目指します。

温室効果ガス排出量がより少ない電動車の導入検討、公共交通機関による目的地までの移動
利用を推進します。

また、いわゆるラストワンマイルのバス停から目的地まで等の短距離移動においては、シェアサ
イクル等の利用を推進し、公共交通機関への過度な利便性の期待にも配慮するとともに、小エリア
内での観光周遊にもつなげていきます。

（2） 事業活動における省エネルギー行動の促進

（3） 騒音・振動の管理

Ⅲ. 廃棄物と排出量の管理

● 食品ロス削減や脱プラスチック等の推進
本市では、ごみの減量化・資源化は喫緊の課題であり、地域外から観光客を受け入れる観光関

連事業者においては、観光を通じて排出されるごみの発生抑制が求められます。このため、関係機
関等と連携して、食品ロスや使い捨てプラスチック製品などの観光を通じて排出されるごみの減量
化・資源化を促進する仕組みづくりを検討し、環境負荷を最小化する観光地域づくりを目指します。

（1） ごみの減量化・資源化の促進

● 住民や観光客向けの自然遺産リストの作成
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● 振動規制法に基づく関係者への働きかけ

道路工事、建設作業等による振動が過度に周辺環境に影響しないように、振動規制法に基づき
関係者に働きかけます。日常生活とともに観光地での滞在環境を守り、暮らしと観光が共存する環
境づくりを推進します。

持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable Development Goals）

持続可能な開発目標（SDGs）は、先進国や発展途上国、世界が一丸となって、私たちが直面するグ
ローバルな諸問題の解決に向けて、2030年までの達成を目指した17の国際目標です。

天草市では、総合計画に基づく各施策の推進により、SDGsの実現に取り組んでいます。

1.貧困をなくそう 10.人や国の不平等をなくそう

2.飢餓をゼロに 11.住み続けられるまちづくりを

3.すべての人に健康と福祉を 12.つくる責任つかう責任

4.質の高い教育をみんなに 13.気候変動に具体的な対策を

5.ジェンダー平等を実現しよう 14.海の豊かさを守ろう

6.安全な水とトイレを世界中に 15.陸の豊かさも守ろう

7.エネルギーをみんなにそしてクリーンに 16.平和と公正をすべての人に

8.働きがいも経済成長も 17.パートナーシップで目標を達成しよう

9.産業と技術革新の基盤をつくろう

資料）国際連合広報センター

【17の目標】
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アクションプラン推進体制と財源第 4 章

本市は、九州西岸の中心に位置し、島しょ地域でもあり広大な面積を有します。東部は天草五橋によ
り熊本方面と陸路で繋がっており、北部の長崎及び南部の鹿児島とは、海を隔ててはいるものの航路で
繋がる地域です。

また、島原・天草一揆以降、様々な地域からの移住政策がとられたこともあり多種多様な文化とともに、
キリスト教の弾圧とその後の潜伏キリシタンの歴史など、他に例をみないような独自の歴史があります。

このほかにも、世界でも珍しい野生のイルカが年間を通じて生息する奇跡の海や、雲仙天草国立公園
の美しい自然景観、非火山性の優れた泉質に恵まれた下田温泉、ハイヤの発祥の地とされる牛深ハイヤ
踊りなど、多くの地域資源を有しています。

このように、広大な市域において多種多様な地域資源が存在し、それぞれの観光資源を活用しながら
観光を通じた経済活動が営まれている本市では、観光振興の推進に当たって、地域別やテーマ別の比較
的小規模で機動力のある観光団体（以下「地域・テーマ別観光団体」）が、それぞれの強みや特徴を生か
した観光コンテンツによる誘客を主導するとともに、持続可能な観光地域づくりにも主体的に取り組むこ
とが効果的です。

本市及び（一社）天草宝島観光協会は、これらの地域・テーマ別観光団体の取組みを支援するとともに、
より効果的・効率的に取り組めるよう多様な関係者間の調整・連携を図り、「住んでよし、訪れてよし」の
持続可能な観光地域づくりを推進します。

1. 天草市の特徴を生かしたアクションプランの推進体制について

持続可能な観光地域づくりは、地域の多様な関係者と協働し、観光地経営を専門的に担う司令塔と
しての機能を持つ組織を中心として取り組むことが理想的です。今後、地域の多様な関係者の参画を得
て、司令塔組織のあり方について検討していく必要があると考えています。

期待される役割

■ 事業者や行政、市民・地域づくり団体など様々な立場の団体との連携を図り、意見を取りま
とめることで、効率的なマネジメントを行う

■ 観光に関連する情報が集約することで、効果的なマーケティングを可能にする

■ 観光を専門とする人材を配置し、組織に観光地経営のノウハウが蓄積されることで中長期
的視点での取組を可能にする

2. アクションプランを推進する司令塔組織について（今後の課題）
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北海道倶知安町

岐阜県高山市

倶知安町では、交流人口の拡大と魅力あるまちづくりを進めるための財源として、2019年11月から
税率2％の宿泊税を導入しています。この宿泊税を活用した観光施策の実施主体である倶知安観光協
会は、2025年10月に観光庁から「先駆的 DMO」に選定されました。同協会は関係団体との合意形成
に取り組みながら、宿泊税を財源の一部として、国内外の旅行事業者等を対象としたBtoB 向けプロモー
ション事業や、市街地とリゾート地における混雑緩和を目的とした無料シャトルバスの運行などを展開
しています。

高山市は、飛騨高山が有する観光の魅力を市のまちづくり全般に波及させることを目的に、2025（令
和7）年10月1日から宿泊税が施行されています。市内の宿泊料金に応じた税額は、1人1泊あたり宿泊
料金が1万円未満は100円、1万円以上2万円未満は200円、2万円以上は300円と段階的に設定され
ています。この税収は、観光振興・受入環境整備・文化財保全・危機管理など、地域の観光基盤強化や安
全・環境対策に充てられる予定です。施行に合わせて、高山市では宿泊税対応システム整備費の補助制
度を設けており、宿泊事業者が特別徴収義務者として宿泊管理システムの改修や新規導入を行う際の
費用の一部を助成しています。

北海道財務局小樽出張所　2025年　「～北海道初の先駆的DMOに選定～　一般社団法人 倶知安観光協会の観光施策」
https://lfb.mof.go.jp/hokkaido/content/kakusyo/040/20251208_tokubetuchousa.pdf

出典

出典

高山市　2025年　「＜日本語＞宿泊される皆さまへ（宿泊税の概要）」
https://www.city.takayama.lg.jp/shisei/1000061/1022608/1022609.html

高山市　2025年　「令和7年度高山市宿泊税対応システム整備費補助金について」
https://www.city.takayama.lg.jp/kurashi/1000015/1005408/1021226/1021235.html

宿泊税確保の先行事例

持続可能な観光地域づくりを進めるためには、安定した予算が継続的に必要となります。観光振興には、
受入環境の整備や人材育成、情報発信など継続的な取組が必要である一方、その効果が地域全体に及
ぶことから、特定の事業者の負担に依存しない仕組みが求められます。近年では、住民に負担をかけな
い観光施策の財源として、宿泊税を活用する自治体が増えており、制度設計や使途、地域への還元方法
は多様です。本市においても、地域の実情に即した宿泊税の導入について、他地域の事例を参考にしな
がら調査研究を進めていきます。

3. アクションプランを推進するための財源について（今後の課題）
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熊本市

北海道釧路市　阿寒湖温泉地区

岐阜県白川村

福岡県太宰府市

広島県廿日市市

熊本市では2026（令和8）年7月から、観光施設の整備や旅行者の滞在環境の向上、誘客プロモーショ
ンを目的に、県内自治体で初めて宿泊税を導入します。徴収額は1人1泊あたり200円で、年間約7億円
の増収が見込まれます。宿泊税を活用した令和8年度の取組として、熊本城へのミスト装置の設置や、
多言語での案内表示の整備、歴史文化のストーリー化や昼夜楽しめるイベントの開催などが考案されて
います。また、宿泊税導入への対応が求められる宿泊施設向けに、レジシステム整備の補助事業が実施
されています。

釧路市の阿寒地区では、2015年4月から入湯税の超過課税を導入し、宿泊客の税額を1人1泊150
円から250円に引き上げました。観光振興の財源確保を目的とし、上乗せ分は基金に積み立て、地域の
観光まちづくり事業に活用しています。

世界遺産・白川郷の保全を目的に、村営駐車場の利用者から駐車料金に上乗せする形で「世界遺産
保存協力金」を徴収しています。集めた資金は基金として、合掌造り集落の修理や景観保全などの保存
事業に活用しています。

太宰府市では、市内の有料駐車場利用者に一定の負担を求める「歴史と文化の環境税」を創設しまし
た。車種別で税額を設定し、文化遺産の保存活用や地域の美化などの事業に活用しています。

廿日市市では、宮島を訪れる人に対し、フェリー運賃などに上乗せする形で1人1回100円の「宮島訪
問税」を徴収しています。観光客増加に伴う行政需要への対応や環境整備、歴史文化の継承など、持続
可能な観光地づくりに活用しています。

熊本市　2025年　【県内初】宿泊税の新設について
https://www.city.kumamoto.jp/kiji00365437/3_65437_466862_up_25np0suz.pdf

内閣官房・内閣府総合サイト　地方創生　2015年　地域しごと創生会議（第2回）配布資料　「阿寒湖温泉の取り組み」
https://www.chisou.go.jp/sousei/meeting/chiiki_shigoto/h27-12-08-siryou4-1-4-2.pdf

一般財団法人　世界遺産白川郷合掌造り保存財団　2025年　一般財団法人 世界遺産白川郷合掌造り保存財団概要
https://www.vill.shirakawa.lg.jp/zaidan/

太宰府市　2022年　「歴史と文化の環境税とは」　https://www.city.dazaifu.lg.jp/soshiki/8/2868.html

廿日市市　2026年　「宮島訪問税の概要」
https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/110/59551.html

出典

出典

出典

出典

出典

この他にも、地域資源を活用した観光財源確保への取組事例として、下記の事例が挙げられます。

● 熊本県内の取組
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目標の設定・コンソーシアムの役割第 5 章

本市のありたい姿「多様な地域資源を生かし、魅力ある観光のまちがつくられている」を実現するため、
JSTS-Dの4分類「A．持続可能なマネジメント」「B．社会経済のサステナビリティ」「C．文化的サステナ
ビリティ」「D．環境のサステナビリティ」ごとに評価指標を設定し、定期的な進捗評価や振り返りを行い、
必要に応じて本アクションプランを見直します。

また、本アクションプランの実行にあたり、施策の進捗をPDCAサイクルに基づき評価していきます。
Check（評価）の実施にあたり、計画の進捗管理および評価を行うことを目的としたコンソーシアムを設
置します。計画期間中、市が各施策や取組の進捗状況を定期的に整理し、コンソーシアムに共有するとと
もに、会合の場を設けて意見交換や取組みの共有、研修などを通した意識啓発を行います。

本コンソーシアムは、民間事業者や関係団体など、幅広い立場の知識や経験、意見を参考にしながら、
市が観光地域づくりを進めていくための仕組みとして設置するものです。多様な視点を取り入れることで、
計画の実効性を高めるとともに、状況の変化に応じた柔軟な見直しや改善につなげていきます。

計画
Plan

実行
Do

改善
Act

評価
Check
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A．持続可能なマネジメント

天草の自然、歴史・文化などの観光資源（地域資源）が、将来においても
持続可能なかたちで活用されていると感じる市民の割合メイン指標

基本施策 基本施策（細目） サブ指標（活動指標） 直近の実績値
（R6）

目標値 
（R11年度）

Ⅰ  マネジメントの組織と枠組み

（1）持続可能な観光の推進
体制の整備

●アクションプランの進捗管理、評
価を行うコンソーシアムの設置

●観光地域づくりの司令塔となる
組織に関する検討

・コンソーシアム会合の開催回数 2回 2回

（2）観光に起因する地域課
題の把握・調査分析、フィー
ドバック体制の整備

●観光負荷に関する調査の実施、
オープンデータ化の推進

・関連調査の実施、結果の公表状況 調査要 実施
・状況改善に向けた取り組みに着手した
地域課題の数 0 1

Ⅱ  ステークホルダーの参画

（1）ステークホルダーの参画 ●持続可能な観光に関するセミ
ナー、研修等の実施

・セミナー、研修会の開催回数
・セミナー、研修会への参加人数

１回 42人
（R7）

2回 80人

・持続可能な観光に対する理解度が向上
した参加者の割合（参加者アンケート） 調査要 実績により 

設定

（2）住民意見の把握 ●持続可能な観光に関する調査の
実施

・観光振興が地域経済の活性化や市民生
活の向上に役立っていると感じている市
民の割合

42.8％ 
（R7）

50%

・持続可能な観光地域づくりを意識して
いる住民の割合 調査要 実績により 

設定

（3）地域における観光教育
の充実

●持続可能な観光に資する人材の
育成

●地域住民を対象としたセミナー
等の実施

●インタープリテーションの手法を
活用した観光スタイルの確立

●地域の日常にあふれる魅力を発
信する人材の育成

・天草市が美しい自然や歴史・文化、美味
しい食など、魅力あるまちであると感じ
ている市民の割合

76.8% 
（R7）

80%

・観光地や移住先として天草市をおすす
めしたいと思う住民の割合

58.1% 
（R7）

65%

・インタープリテーションガイドブック講
座の開催回数【累計】 0 12回

・地域の日常を楽しむ観光コンテンツづ
くりのための住民参加型講座の開催回
数・参加者数【累計】

4回
延べ64人
（R7）

20回
延べ300人

（4）観光客の意見・行動の
把握 ●観光動向調査の実施 ・観光動向調査の実施、結果の公表状況 実施 実施

（5）持続的な観光情報の発
信・プロモーションの推進

●データを活用したマーケティン
グに基づく情報発信
●訪日外国人の誘客強化に向けた
プロモーション

・プロモーション戦略の策定数 1（R7） 2
・観光協会ホームページへの海外からの
アクセス数 416,779 450,000

・外国人向けの情報発信件数 6（R7） 10
Ⅲ  負荷の変化と管理

（1）観光による地域への負
荷の把握

●地域への観光負荷に関する情報
の収集

・月別観光スポット別来訪者数
・時間帯別観光スポット別来訪者数 調査要 実績により 

設定
・観光需要の平準化に係る取組みの数 0 1

（2）自然及び文化的な資源
の保護・ゾーニングに関する
ガイドライン等の作成

●天草市文化振興計画、天草市景
観計画、天草市環境基本計画等
に沿った取組みの実施

・ゾーニングに関するガイドラインの数 2 2

（3）気候変動による環境変
化への適応

●天草市環境基本計画等に沿っ
た取組みの実施 ー

（4）災害への対応 ●天草市地域防災計画等に沿っ
た取組みの実施

地域内の防災体制の整備や災害時の情
報伝達手段の整備など災害に強いまちづ
くりが進んでいると感じている市民の割合

28.7％ 
（R7）

40.0%

・防災対策ができている観光関連事業者
の割合 調査要 実績により 

設定
・BCP（事業継続計画）を策定した道の駅
の数 0 5

令和7年：34.6% ➡　目標値：40.0%
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B．社会経済のサステナビリティ

観光消費額

訪日外国人宿泊者数

令和6年：127.8億円 ➡　目標値：148.4億円

令和6年：3,653人 ➡　目標値：13,000人

基本施策 基本施策（細目） サブ指標（活動指標） 直近の実績値
（R6）

目標値 
（R11年度）

Ⅰ  地域経済への貢献

（1）観光による地域への経
済効果、地域内経済循環の
測定

●地域の経済行動を示す産業連
関等のデータに基づく経済効
果等の測定手法の検討

・産業連関等のデータに基づく経済効果
等の測定 調査要 実施

（2）働きがいと雇用機会の
創出

●デジタル技術を活用した生産性
向上

・生産性向上に向けたデジタル化・業務
改善に関する補助金を活用した観光関
連事業者の数【累計】

0 15

（3）地域資源、地域サービス
等の活用

●地域の豊かな食材を活かした
食の提供

●観光資源（コンテンツ）・サービ
スの高付加価値化
●事業者等の連携による地域内
経済循環の向上

●地域の日常にある暮らしを地域
資源として見える化

●国民保養温泉地「天草下田温
泉」の魅力向上

・天草市内産の食材使用に積極的に取り
組む観光関連事業者の数 調査要 実績により 

設定

・SNSによる情報発信回数【累計】 0 40

・大会合宿宿泊者数（延べ人数） 10,017人 20,000人

・観光客（宿泊）の平均消費単価 33,001 34,684

Ⅱ  社会福祉と負荷

（1）地域住民と来訪者が一
体となったコミュニティ、歴
史文化、自然環境の保全

●地域の歴史文化や自然を親し
むツーリズムへの展開
●オーバーツーリズムへの対応

・インタープリテーションガイドブックを
活用する観光関連事業者等の数【累計】 0 20

（2）ハラスメントの防止 ●天草市人権教育・啓発基本計
画等に沿った取組みの実施

・人権が尊重されていると感じる市民の
割合

45.7％ 
（R7）

50.0%

（3）安全と治安のための体
制づくり

●地域における防犯灯や防犯カメ
ラの設置促進
●安全、治安に関するリアルタイ
ムの情報発信

・防犯カメラ設置補助の件数 4台
（R6）

4台

（４）多様な観光客の受入環
境整備

●ユニバーサルデザインの普及
促進

●多言語化、多様な宗教への対応
●サイクルツーリズムの推進
●キャンピングカーでの車中泊施
設等の受入環境の整備

●公共交通による目的地までの
移動利便性の向上

・観光施設改修数
・観光サイン改修数【累計】 12 32

・乗合タクシーの運行地域数 6
（R6）

13

・インバウンド対応強化に関する補助金
を活用した観光関連事業者の数【累計】 0 28

メイン指標
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C．文化的サステナビリティ

﨑津集落の昔ながらのまちなみの景観が保たれていると感じている市民の割合

﨑津集落における世界遺産の価値が理解できたと感じている来訪者の割合

次の世代に歴史や伝統・文化が継承されていると感じている市民の割合

令和6年：60.4% ➡　目標値：70.0%

令和6年：95.5% ➡　目標値：95.0%

令和6年：33.4% ➡　目標値：45.0%

基本施策 基本施策（細目） サブ指標（活動指標） 直近の実績値
（R6）

目標値 
（R11年度）

Ⅰ  文化財等の保護

（1）文化財、世界遺産等の
保護

●天草市文化振興計画、天草市景
観計画等に沿った取組みの実施

・文化財等修復件数
・文化財整備補助制度の周知回数
・文化的景観形成事業補助制度の周知
回数

・文化的景観形成事業補助制度の補助
件数

0件 
0回 
1回

 
5件

2件 
2回 
3回

 
7件

Ⅱ  文化的場所への訪問

（1）観光客の行動管理体制
の強化 ●データに基づく観光客の行動把握 ・資料館の入館者数 104,658人115,500人

（2）地域住民の声を反映し
た観光客の行動規範の確保

●観光客に向けたマナー啓発
●ガイドの育成

・世界遺産講座・展示会等の開催回数
・世界遺産講座等の参加人数
・資料館講座等の開催回数
・資料館講座等の参加人数

14回 
191人 
367回 

3,666人

15回 
500人 
370回 

3,700人

（3）ステークホルダーの協
働による観光情報の集約・
発信

●世界文化遺産「天草の﨑津集落」
の価値の発信
●天草の歴史・文化の理解促進
●広域連携による情報集約・発信

・世界遺産講座・展示会等の開催回数
・資料館企画展等の開催回数

14回 
3回

15回 
3回

・﨑津観光案内所への来訪者数 86,539人 90,000人

・近隣自治体との連携事業の数 4
（R7）

5

メイン指標
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メイン指標

D．環境のサステナビリティ

環境保全活動を行っている市民の数

環境保全活動が活発であると感じている市民の割合

令和6年：35,152人 ➡　目標値：36,000人

令和7年：49.7% ➡　目標値：55.0%

基本施策 基本施策（細目） サブ指標（活動指標） 直近の実績値
（R6）

目標値 
（R11年度）

Ⅰ  自然遺産（国立公園）の保全

（1）自然遺産のリスト化 ●住民や観光客向けの自然遺産リ
ストの作成 ・市内自然遺産リストの作成 実施 実施

（2）観光客の行動管理体制
の構築 ●データに基づく観光客の行動把握

・【再掲】月別観光スポット別来訪者数
・【再掲】時間帯別観光スポット別来訪者数

調査要 実績により 
設定

（3）地域住民の声を反映し
た観光客の行動規範の確保

●観光客に向けた環境保護の啓発
●ガイドの育成
●天草市環境基本計画、海にうか
ぶ博物館あまくさ活動計画に
沿った取組みの実施

・化石教室・化石セミナー等参加者数 352 
（R7）

600

自然遺産が保全されていると感じる市民
の割合 調査要 実績により 

設定

Ⅱ  資源マネジメント

（1）事業活動における省エ
ネルギー行動の啓発

●事業者の温室効果ガス排出の
現状把握の促進 ー

（2）水環境の保全対策の促進
●海域環境（里海）の保全
●温泉の水質等維持
●河川環境の保全

・海岸漂着物処理量
・海の環境が大切に守られていると感じ
ている市民の割合

121.54t 
62.8% 
（R7）

130t 
65%

・生態系の調査 調査要 実施

Ⅲ  廃棄物と排出量の管理

（1）ごみの減量化・資源化の
促進

●食品ロス削減や脱プラスチック
等の推進

●再生可能な商品の販売等の促進

・一般廃棄物排出量
・資源化率

21,596t 
22.6%

18,363t 
28.1%

（2）事業活動における省エ
ネルギー行動の促進

●再生可能エネルギーや高効率な
省エネルギー機器等の導入促進

●環境負荷の小さい移動手段や輸
送手段の検討

・市全体の温室効果ガス排出量
343 
千t-CO²

275 
千t-CO² 
（R10）

（3）騒音・振動の管理
●交通量、騒音状況の把握
●振動規制法に基づく関係者への
働きかけ

・騒音・振動に対する苦情件数 5件 4件
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2026年度

コンソーシアム

2027年度 2028年度 2029年度

市は取組みの進捗を定期的に共有し、
コンソーシアムにて意見交換・助言を行います

アクションプランの振り返り・見直し

中間評価

次期アクションプランの策定
メイン指標：8
サブ指標：58

0

本アクションプラン施行
KPIを達成した
指標の数
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現在（～R11）

はじめの4年間
―土台をつくる―
●地域の多様な関係者が参画し、「住んでよ
し、訪れてよし」の観光地域づくりに取り
組んでいます。

●観光の効果や課題をデータやアンケート
で把握し、地域全体で共有しています。

●市民や観光関連事業者が、観光は地域の
将来につながる取組であると理解し始め
ています。

●持続可能な観光地域づくりを進めるため
の体制やルールづくりが進んでいます。

●市民や観光事業者が、天草市の魅力や価値を
自分の言葉で観光客に伝えています。

●観光客は市民との交流を楽しみ、天草を「また
訪れたい場所」と感じています。

●滞在時間が長く、宿泊を伴う観光が定着し、高
いリピート率を誇っています。

●地元の食材や器を使った料理など、天草ならで
はの食の魅力が評価されています。

●自転車で地域を巡る旅など、自然・食・交流を
楽しむ観光が広がっています。

●観光客は天草市の魅力や価値に共感し、自然や文化を守り、
次の世代につなぐことに協力しています。

●﨑津集落や文化財、資料館で歴史を学び、市内各地の美しい
景観や温泉、食やアクティビティを楽しんでいます。

●様々な性・年代の日本人、訪日外国人が、年間を通じてコンス
タントに来訪し、滞在を楽しんでいます。

●「サステナブルな観光地 AMAKUSA」として国内外から注目
され、市民の自信や誇りにつながっています。

10年後

20年後

成熟・定着
―交流が根づく観光のまち―

次世代へ継承
―誇りとして受け継がれる「AMAKUSA」― 第

4
章

第
5
章
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10年後、20年後の天草市が目指す観光地域の姿
本アクションプランは、令和8年度から11年度までの4年間を計画期間とした、10年後、20年後の「持

続可能な観光のまち」の姿に向かって進むための、はじめの一歩となる計画です。将来像を地域全体で
共有し、目標に向かって協力して取り組むため、以下のようなイメージを示します。
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現在（～R11）

はじめの4年間
―土台をつくる―
●地域の多様な関係者が参画し、「住んでよ
し、訪れてよし」の観光地域づくりに取り
組んでいます。

●観光の効果や課題をデータやアンケート
で把握し、地域全体で共有しています。

●市民や観光関連事業者が、観光は地域の
将来につながる取組であると理解し始め
ています。

●持続可能な観光地域づくりを進めるため
の体制やルールづくりが進んでいます。

●市民や観光事業者が、天草市の魅力や価値を
自分の言葉で観光客に伝えています。

●観光客は市民との交流を楽しみ、天草を「また
訪れたい場所」と感じています。

●滞在時間が長く、宿泊を伴う観光が定着し、高
いリピート率を誇っています。

●地元の食材や器を使った料理など、天草ならで
はの食の魅力が評価されています。

●自転車で地域を巡る旅など、自然・食・交流を
楽しむ観光が広がっています。

●観光客は天草市の魅力や価値に共感し、自然や文化を守り、
次の世代につなぐことに協力しています。

●﨑津集落や文化財、資料館で歴史を学び、市内各地の美しい
景観や温泉、食やアクティビティを楽しんでいます。

●様々な性・年代の日本人、訪日外国人が、年間を通じてコンス
タントに来訪し、滞在を楽しんでいます。

●「サステナブルな観光地 AMAKUSA」として国内外から注目
され、市民の自信や誇りにつながっています。

10年後

20年後

成熟・定着
―交流が根づく観光のまち―

次世代へ継承
―誇りとして受け継がれる「AMAKUSA」― 第
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